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令和６年第２回足寄町議会定例会議事録（第２号） 
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◎議事日程 

 日程第 １  一般質問＜Ｐ３～Ｐ４３＞ 
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午前１０時００分 開議 

 

◎ 開議宣告 

○議長（髙橋秀樹君） おはようございま

す。 

全員の出席であります。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 

６月７日に開催されました、第２回定例会

に伴う議会運営委員会の協議の結果を報告

いたします。 

 本日６月１７日は、一般質問を行いま

す。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 一般質問 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１ 一般質

問を行います。 

 順番に発言を許します。 

 １０番進藤晴子君。 

（１０番進藤晴子君 登壇） 

○１０番（進藤晴子君） 議長からお許し

をいただきましたので、これより一般質問

通告書に従い、質問を行ってまいります。 

 質問事項。 

 教員不足と働き方改革について。 

 子供達の学びを支える教員の不足と長時

間労働が常態化しています。 

 全国では、２０２３年度始業日時点で、

教員不足が悪化している自治体は４２.６

％。教員１週間あたりの在校等時間、令和

４年度１０月、１１月は、小学校が全体の

６４.５％が５０時間以上、中学校は、７

７.１％が５０時間以上で、依然として長時

間勤務の教員が多い状況です。 

 文部科学省は、教員、子供双方が幸せに

感じるウェルビーイングな学校施設を創造

すると提唱しており、子供達が抱える困難

が多様化、複雑化する今、教員のウェル

ビーイングの確保が必須と考えます。 

 我が町の教員不足と、働き方改革の現状

と課題について伺います。 

 １、足寄町の４小学校と中学校に在籍す

る職員の職種とその人数。 

 ２、各学校の特別支援学級数と教職員

数、在籍児童・生徒数。 

 ３、町立学校の教職員の時間外在校時間

の推移、令和３年度から５年度。 

 ４、体調不良による退職者、休職者、休

みがちな教員の有無、令和３年度から５年

度。 

 ５、教職員の職場におけるＩＣＴの推進

状況。 

 ６、部活動の地域移行状況。 

 ７、地域との協働推進状況、足寄町立学

校における働き方改革アクションプラン。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、東海林教育

長。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） 教

育委員会から、進藤議員の教員不足と働き

方改革についての一般質問にお答えしま

す。 

 １点目の、足寄町の４小学校と中学校に

在籍する職員の職種とその人数についてで

すが、令和６年４月現在、北海道教育委員

会による発令は、校長５人、教頭５人、一

般教諭４２人、養護教諭４人、事務職員３

人となっております。本町教育委員会によ

る発令は、会計年度任用職員も含めまし

て、一般教諭１人、養護教諭補助兼事務補

助１人、事務補助３人、学習支援員５人、

介助員２人、公務補７人で、合計７８人と

なっております。 



― 4 ― 

 ２点目の、各学校の特別支援学級数と教

職員数、在籍児童・生徒数についてです

が、令和６年４月現在、足寄小学校で特別

支援学級は４学級あり、児童数は１５人

で、配置教員数は６人となっております。

大誉地小学校では、１学級に児童数は１人

で、１人の教員が配置されております。芽

登小学校では、３学級に児童数は４人で、

４人の教員が配置されております。螺湾小

学校には特別支援学級はありません。足寄

中学校には５学級あり、生徒数は１９人

で、６人の教員が配置されております。 

 ３点目の、町立学校の教職員の時間外在

校時間の推移（Ｒ３年度からＲ５年度）に

ついてですが、月ごとの集計による平均時

間外在校時間は、令和３年度で３２.４時

間、令和４年度で３６.５時間、令和５年度

で３３.９時間となっております。 

 校種別に申し上げますと、小学校では令

和３年度で２６.８時間、令和４年度で２

６.８時間、令和５年度は２５.４時間で

す。中学校では、令和３年度で４８.５時

間、令和４年度で５４.６時間、令和５年度

は５４.８時間となりました。 

 中学校の時間数が多いのは、主に部活動

指導の影響が要因と言えます。 

 年度別推移といたしましては、小学校で

若干の減少傾向が見られますが、全体的に

ほぼ横ばいの状況で推移しております。 

 ４点目の、体調不良による退職者、休職

者、休みがちな教員の有無（Ｒ３年度から

Ｒ５年度）については、全ての年度におい

て該当者はございませんでした。 

 ５点目の、教職員の職場におけるＩＣＴ

の推進状況についてですが、校務用のパソ

コンと授業で使用する教員用タブレットの

整備によって、資料作成や児童生徒との課

題の共有に活用されているほか、提出物収

受やＡＩドリル教材の活用も業務負担軽減

につながっております。 

 また、各校の職員室、教室、体育館等

は、光回線を通してネットワーク環境を整

備しています。さらに、各校に設置・管理

していた校務用サーバについては、本年度

にセンターサーバー方式を導入すること

で、管理業務の軽減を図ってまいります。 

 ６点目の部活動の地域移行状況について

ですが、令和５年度より３か年を改革推進

期間として、休日部活動の地域移行を段階

的に進めるため、足寄町部活動地域移行検

討協議会を設置し、協議を進めてまいりま

した。 

 生徒、保護者、教職員向けアンケートも

実施し、多くの貴重な御意見をいただきま

した。 

 関係団体と連携し、外部指導者が指導を

行う部活動の体制整備が整った部から、休

日の部活動の地域移行を行っております。 

 引き続き、持続可能な部活動を目指し、

進捗状況を検証し改善してまいります。 

 ７点目の、地域との協働推進状況（足寄

町立学校における働き方改革アクションプ

ラン）についてですが、令和３年７月から

令和６年６月までを第２期の期間とし、在

校等時間の客観的な計測や記録を行うとと

もに、ＩＣＴを活用した業務改善や、部活

動の地域移行などの取組を進めておりま

す。 

 特に、部活動の地域移行につきまして

は、今年度は自治会連合会やＰＴＡ総会等

で担当職員による概要説明をさせていただ

いており、町民の皆様に広く御理解いただ

こうと取り組んでいるところです。 

 教職員の働き方改革を成果に結びつける

ことは容易ではありませんが、今後におき

ましても、教職員の業務量の適切な管理及

び健康、福祉の確保と、本来担うべき業務

に専念できる環境の整備を目指してまいり

ますので、御理解賜りますようお願い申し

上げ、進藤議員の一般質問に対する答弁と

させていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君）  再質問を許しま

す。 

 １０番進藤晴子君。 
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○１０番（進藤晴子君） では、再質問を

させていただきます。 

 まず、各項目の再質問に入る前に、全国

的な教員不足、これは言われてもうかなり

長いですが、これについて簡単に御説明を

いただいてよろしいでしょうか。ちょっと

ベースを押さえた上で、再質問にいかせて

いただきたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。 

○教育次長（丸山一人君） 全国的な教職

員不足に係るという部分で、おおよその傾

向と本町に係る状況について、若干説明さ

せていただきたいと思います。 

 近年、教職員、やはりどうしても激務だ

ということで、成り手がいないということ

で、これはよく新聞等で報道されておりま

すけれども、採用試験におきましても、

年々応募者が減ってきているという状況に

なっておりまして、各地で欠員が出てい

る、退職者に新規補充が追いつかないよう

な欠員が出ているという状況がここ数年続

いております。 

 特に北海道も、小学校、中学校ともに、

なかなか年々応募者が減って、道教委も採

用に向けて、採用試験の前倒しだとか、

様々な取組をしておりますけれども、なか

なか確保ができないという状況になってお

ります。 

 正職員が採用できないという状況の中

で、先生方の育児休暇だとか、そういった

部分の代替の先生の確保もままならない状

況が全国で続いておりまして、北海道も例

外ではございません。 

 本町におきましても、毎年一、二名、産

休、育休代替の教諭を募集しておりますけ

れども、今のところ何とか充足できる状況

にあるかなと思っております。 

 そういった中で、一般の正職員の教職員

数及び代替の教職員の定数の中で、欠員が

生じている状況では今のところございませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） ありがとうござ

いました、分かりました。 

 全国的に教員不足であるけれども、何と

か定数はいらっしゃるというふうに捉えま

した。 

 定数には満たしている、この１番の再質

問に入りますが、学校の校長先生にちょっ

と、現場はどうなのだろうということでお

伺いしました。一応定数は足りている、何

とかというお話でしたが、では本当にそれ

で足りているのかどうか、定数は足りてい

るけれど、どうなのでしょうという質問を

いたしました。 

 その答えを言う前に、教育委員会はどう

捉えているか、質問いたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。 

○教育次長（丸山一人君） 定数につきま

しては、学級数に応じて、道職員で厳密に

定数が決まっておりますので、それ以上の

配置をされることはできません。 

 ただ、それ以外に加配という制度がござ

いまして、例えば新規採用職員の指導のた

めに加えて配置するという、加配というの

ですが、こういった制度を活用するだと

か、指導方法を工夫改善ということで、先

進的な学力向上の取組だとか、そういった

部分について、加配という制度を道教委に

認めていただきながら加配することが可能

で、そういった制度も活用しながら教職員

を配置しております。 

 ただ、教育の現場というのはやはりマン

パワーですので、人が多いほうが絶対いい

のは、それは間違いないです。 

 現在、定数以上の部分で御説明させてい

ただきますけれども、足寄中学校につきま

しては、現在生徒数が減ってきて、本来２

年生につきましては１学級が定数となっ

て、先生が１名しか配置できないのです

が、１年から３年生までバランスを考える
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と、学校側の希望としては、２学級を何と

か維持したいという部分で、足寄町教育委

員会のほうで、何とか独自に先生を採用し

てもらえないかという相談が２年前にござ

いまして、理事者協議して、現在、町費で

１名教諭を採用しまして、足寄中学校につ

きましては１年生から３年生、２学級体制

を維持するということにしております。 

 それ以外には、会計年度任用職員という

町独自の配置の中で、学習支援員だとか介

助員といった部分を採用しておりますけれ

ども、募集しても、実はあまり応募がない

状況が危惧されておりました。今年度も、

４月スタートするときは、ちょっと希望数

を充足できないのではないかと思っていた

のですが、急遽、足寄町に転入された方か

ら応募がありましたので、何とかこちらの

希望する人数が充足できたという状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

何とか御苦労、努力しながら定数以上の人

を配置をしているということに受け止めま

した。 

 今、加配制度というお話が、すみませ

ん、私もちょっと勉強不足で分からなかっ

たのですが、新人の先生、経験の浅い先生

達にフォローするためのそういう制度があ

る、大変よろしいかと思うのですが、それ

は、その先生が成長していくと、もうその

制度は、入った先生は、もう退職されると

受け止めていいですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長。 

○教育次長（丸山一人君） 毎年、本町、

新規採用職員の研修のために加配をお願い

している先生につきましては、本町以外に

も、陸別町、本別町、３町で新規採用職員

を指導するということで対応していますの

で、その方が成長していっても、また新規

に、次の年、新規の採用職員が採用すれ

ば、引き続き指導できるということになり

ますので、現在も３年目に入っているかな

と思いますので、指導する先生が成長して

も、その翌年度に新たにまた新規の職員を

採用すれば、そういう加配の制度が残ると

いうことになります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

また新たに新しい先生が入ったときに、そ

の先生のほうをフォローされるという形で

残っていくということでよろしいですね。 

 定数が足りている、私も校長先生達にお

話を伺ったときに、定数は足りているので

すねと、それはよかったと。ですが、本当

に足りているのという話を聞いたときに、

もう間髪入れずに足りていないと、お二方

ともやはり言っておられました。 

 それは、確かにマンパワーが必要だと、

今、次長のほうからお話がありましたが、

確かにそのとおりでありますが、その中で

苦労されていることだと思います。 

 ただ、足寄の場合は町が報酬を出してい

る教員も１人入れているということです

し、何とかやっているということですね。

分かりました。 

 では、２番目の特別支援学級、これは、

学校の校長先生達も足りないといったとこ

ろは、かなりこちらのほうがウエートが大

きいのではないかと思うのですが、特別支

援学級の、私達が育った学校のときの、小

さい頃の特別支援学級というのは、学校に

１つぐらいしかなかったと記憶しておりま

す。 

 中学生、中学校が５学級ということです

ね。生徒数は１９人。これは、年々増えて

いっているのでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 全国的な傾向

を見ても、児童生徒数は減っていますけれ

ども、特別支援学級については減っていな

い、また、増えている傾向もあるかなと思

いますし、本町におきましても、年によっ
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てばらつきはあるのですけれども、保護者

の理解も大きくなって、特別支援学級で暮

らすことによって成長を促される部分が理

解されてきた部分もあるかなと思いまし

て、微増傾向にあるのではないかと捉えて

おります。 

 ただ、学年によってばらつきがあります

ので、今おっしゃられた足中、今１９人と

いうことになっていますけれども、これ以

下のときももちろんありますし、年によっ

て若干の差があるということを御理解いた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 年によっては違

いますが、微増している。この原因は、逆

に言えばいい方向に取れ、保護者のほう

が、やはり普通の学級よりもそういうとこ

ろに行って、個々で見てもらったほうがい

いということで、垣根が、少しハードルが

下がっていると、いいふうに捉えてよろし

いということですね。分かりました。 

 特別支援学級、中学校が５学級あるとい

うことで、その５学級の内訳、知的やいろ

いろな障害があるかと思いますが、その内

訳を教えてください。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 内訳につきま

しては、情緒障害学級、知的障害学級、言

語障害学級、肢体不自由学級の４学級とい

うことになっておりますけれども、それ以

外に、人数によって１名、４学級というこ

とになります。 

 ただ、人数によって２クラス、情緒障害

学級、人数多いものですので、２学級とい

うことになっております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） なかなか、学校

に入ってその授業を見たわけではないの

で、この知的障害、個々によって全然レベ

ルが違うと思うのですが、どのように大変

なのか、どういう授業を受けているのかと

いうのが、どうしても私達町民には見えて

こない部分が、これは学校教育全てにそう

なのですが、なかなか見えてこない部分が

あります。 

 校長先生が言われてたのは、支援員がや

はり足りないのだよと。一人一人につく支

援員も、皆さん女性でと言われたのです。

女性の支援員ではちょっと難しい部分があ

るのかなと私は感じて、その先はちょっと

聞いていないのですが、体力的にやはり支

援員がいるという、そういうことは、この

４学級の中でありますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） 子

供達のためにこのような質問を出していた

だいて、私としても本当にありがたい機会

だなと思っています。 

 特別支援の関係なのですけれども、日常

的に、病気ではないですから、ただ、障害

をそれぞれ抱えている、それは個々によっ

て違うのですけれども、大きく種別ごとに

分かれて、その種別の特性を改善していけ

るように、ずっとできないわけではないの

です。例えば、一般的な子が１０でできる

ことが、その子によっては１００かかると

かということもありますし、それは個々に

よって違うので、そういうところのプログ

ラムを組み込みながら、基本的にはほかの

子と同じような学習を進めていく、そし

て、その子達が将来自立していけるよう

に、自立の学習もその中に組み込まれてい

ると、そういうものを通して、将来社会的

な自立を図れるようにということで、系統

的に指導をかけていると、そういうところ

でございます。 

 支援員は、帯広辺りですと男性の支援員

さんも何人かおられるのですけれども、な

かなか地方に来ると女性の方が多くて、で

は女性だとできないのかというと、ほとん

どのケースでは、きちんと向き合いながら

お話をして、丁寧にサポートをするという
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仕事ですから、指導するというよりも、先

生方の指導をサポートしていく、その時

間、先ほど言ったように時間かかるような

ところを丁寧に後押ししていくというよう

なことになりますから、今のところ女性で

もきちんとやっていただいていると認識し

ています。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

特に男性、女性、別に大丈夫というふうに

受け止めました。 

 支援員なのですけれども、では、どのく

らい先生方があと必要なのですかとお伺い

したところ、やはり１名から２名ぐらいい

たらというような御希望がありました。 

 支援員を募集する際は、募集方法、どの

ように募集されているのか、ちょっとあま

り見たことがないので教えてください。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長。 

○教育次長（丸山一人君） 支援員につき

ましては、本町会計年度任用職員というこ

とになりますので、毎年、町広報等で各種

職種で募集しております。その中にも入れ

た中で公募しているという形をとっており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 会計年度職員で

毎年必要な分だけ公募をかけていくという

ことで、来年は学校の状況を見ながら、そ

ういう公募をかけるかもしれないと捉えて

よろしいですね。分かりました。ありがと

うございます。 

 チームとしての学校という言葉が出てき

ました。この１０年ぐらい、今回の一般質

問するに当たって、なぜこれが出てきたか

と言いますと、教育長の年度初めのお話の

中に、ウェルビーイングという言葉が出て

きて、何だろうって自分で思ったのです。

直訳すると、良い状態。いろいろな資料を

見ていても、いろいろな捉え方ができて、

大変難しく、いろいろな捉え方があるウェ

ルビーイング、それを目指しているってす

ごいなと、私は感動したのです。ただ、そ

れについていっている先生達は、本当大変

だなと。コロナもありました、社会情勢が

どんどん変わっています。ということは、

その中に、社会に出ていく子供達を教育す

るに当たっては、本当に先を見越して、教

育のビジョンとプランニングをしていかな

くてはいけない。これは大変なことなのだ

なと。 

 でも、それを私達町民が勉強するという

ことは、未来の町を見ていくようなものだ

というのを私は感じたわけで、今回の質問

に至ったわけですが、学校教育がなかなか

分かりづらいという部分があります。 

 今の特別支援学級の支援員と教員は、足

寄町の場合はとりあえず足りている。チー

ムとしての学校というのは、やはり、専門

員をどんどん入れていこうということだと

思います。教員一人が担うことではなく

て、子供達をみんなで、専門職の方も含め

て見ていこうということだと思うのです

が、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカー、こういう専門員は、どの

ような配置をされていますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 本町に正規職

員でスクールカウンセラーがありますの

で、各学校のほうで希望を取りながら、確

か水曜日だったと思うのですけれども、訪

問いただきながら対応いただいているとい

う形を取っております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） スクールカウン

セラーは職員として配置されている、町に

お一人いらっしゃるということですね。そ

の方は、すみません、この１点目の答弁で

いただきました、この中に入っていらっ

しゃるということですね。違いますか。す

みません、ちょっとお答え願えますか。 
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○議長（髙橋秀樹君） 教育次長。 

○教育次長（丸山一人君） 最初にお答え

しました、職員室の中にはスクールカウン

セラー入っておりません。 

 本町の職員、子どもセンターにスクール

カウンセラーの資格を持っている職員がお

りますので、その方に訪問いただいて、相

談に乗っていただいているということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

兼務をされている方が、免許を持ってい

らっしゃる方がいるということですね、子

どもセンターに。分かりました。 

 スクールソーシャルワーカーについて

は、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） スクールカウ

ンセラーにつきましても、道教委のほうか

らも制度があるのですが、本町については

職員でいるということで、スクールカウン

セラー配置対応しておりまして、スクール

ソーシャルワーカーにつきましては、必要

に応じて道教委に依頼して派遣いただくと

いうことにしております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君）  すみません、

ちょっと理解力がなくて。スクールカウン

セラーは兼務でいらっしゃるということで

すね。スクールソーシャルワーカーは足寄

にはいなくて、必要なときに道教委のほう

から派遣されてくるということで、これ

は、どこの学校でもやはりそんな感じです

か、十勝管内。十勝管内にいるということ

ではないですね。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） カ

ウンセラーが、それぞれの市町村にいる場

合もありますし、ソーシャルワーカーにつ

いてはそんなに数が多くないので、配置さ

れているところから派遣してもらうと、必

要に応じて。そのケースごとに、ソーシャ

ルワーカーにお願いしたほうがいいという

ようなケースのときに、依頼をかけて来て

いただくというようなケースが多いと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

 では、その専門職というのは、私はこの

２種ぐらいしかちょっと頭になかったの

で、二つのことをお伺いしたのですが、ほ

かに専門職、もしかしたら看護師も必要な

ところがあるかもしれません。今問題に

なっていると言いますか、医療が必要な、

処置が必要な子供達を普通学級に、もし普

通学級に入れた場合は、学校は拒否しては

ならないと、数年前ですか、そういう話を

私はどこかで聞いて、それで、どこか教育

委員会にお話を伺ったこともあります。 

 足寄町は、特にそういうお子さんが今は

いらっしゃらないので、もしそういうお子

さんがいらっしゃった場合には、やはり検

討していかなくてはいけないというような

話を聞いた覚えがございます。その辺に関

しては、ちょっとずれるかもしれません

が、変わりないですか、その体制といたし

ましては。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） 例

えば特別支援でも、肢体不自由で医療行為

が必要な子、医療的な処置が必要な子につ

いては、それぞれ必要なところでその看護

師を配置して対応するというふうにはして

います。 

 本町には今、そういうお子さんおられま

せんので、そういう対応はしておりませ

ん。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

もしそういう子がいらっしゃったら、やは
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り検討していかなくてはいけないというこ

とですね。 

 チームとしての学校、これは大変よろし

いことで、本当にストレスを軽減するため

にはこういう専門職を使っていくという言

い方はおかしいですけれども、必要なこと

だと思います。 

 でも、思いましたのは、やはりこれは組

織としてその学校があるということは、や

はり管理職の力が大変大きいのではないか

と思います。 

 管理職のことについてはまた後ほどの質

問でしていきますが、現在は特別支援学

級、教職員数も足りていて、何とか学校は

成り立っていると捉えさせていただきまし

た。 

 次に移ります。 

 次に、３番目に移る前に、教員不足。

ちょっと雑誌で見たのですが、教員採用の

都道府県、政令市の教育委員会が今後の教

員採用試験における計画、どのくらい今後

自分達は募集をかけていくのだと、そうい

う計画をやはり立てていらっしゃるそうで

す。それを文科省が聞取り調査をして、

データを公開しております。 

 ２０２３年度、小学校では１万７,０３４

人の入学を募集をかけて、中学では９,５８

９人、ここが２０２３年がピークになるそ

うです。２０３０年度、小学校は何人募集

をかけるかというと、１万１,２５８人。

五、六千人減っております。中学は６,５２

０人。３,０００人ぐらい減っております。

これを、減少する見通しだということで

す。 

 そして、その中には、教育委員会のほう

から出た意見としまして、数年後には自然

解消をすると、教員不足が。それはなぜか

と言いますと、もちろん子供達が減ってく

るということがベースにあるみたいなので

すが、国は警鐘をならしたという記事でご

ざいました。 

 教育長の所見を、どう思われるかお伺い

します。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） ２

０３０年以降、一番多いところから見る

と、児童生徒数が半数ぐらいになると言わ

れているのですが、ただ、子供が減って

いっても、先ほどから話題にも出ています

が、やはり多様なお子さんが増える、保護

者の皆さんも多様な考え方がある、社会自

体が多様化しているとなると、子供が減っ

ても学校の業務が減るわけではないので

す。逆に増えていくかもしれない。 

 例えば、先ほど出ていた特別支援の対応

もそうかもしれないし、不登校生徒も、

今、コロナ禍以降かなり増えてきていま

す。そういうこともあります。 

 やはり、一人一人きちんと教育を提供す

るという国の大きな方針がありますから、

そこをやはり満たしていくためには、人は

必要ですし、制度的にもいろいろ改正して

いかなければならないところがあるかなと

思ってはいます。 

 今回、私自身もいろいろ考えるところが

あって、個人的にもいろいろ考えたのです

が、やはり一人一人に対応するというの

は、見取るための、子供を理解したり、保

護者と連携を取ったりという、そのための

時間というのはすごく必要なのです。その

ための時間確保をどうするかとなると、や

はり人は必要になってくる。そして、一人

一人の教員の質を向上させなければならな

い。たくさんいても機能しない、チームと

して成り立たない組織であれば、これは幾

らいても難しいので、結果として出てきま

せんから、その両方からやっていかなけれ

ばならないと考えています。 

 そういった点も、例えば、北海道の町村

教育委員会連合会だとか、そういうところ

も含めて、校長会とかもそうなのですけれ

ども、相当国のほうには毎年要望を挙げて

います。なかなか見えにくいところなので

すが、かなり積極的に、いろいろな要望を
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国に対して出しています。 

 ただ、これについてはお金が、どうして

も予算が必要となるところから、簡単には

いかないのですが、そういう要望を出し続

けるということも一つ大事なことかなと。

そして、そういうこともできるだけ、足寄

であれば町民の皆さんにそういうことが伝

えられる、周知していける、そういう体制

が必要なのかなというふうには考えていま

す。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） よく分かりまし

た。マンパワーは、子供が減っても減らせ

るものではない、教員の一人一人の質の向

上を、教員と子供達のそういう時間も取っ

ていかなくてはいけないという上で、そん

な安易に減らせるものではないという教育

長のお考えだと確認させていただきまし

た。 

 次は、働き方改革にまいりますので、そ

の前に一つだけ、校長先生のほうから、そ

もそも教職員になりたいと思う人を増やし

ていかなくてはいけないというところがや

はり大切だよねと。 

 現段階では、データから言いますと、教

員の新卒者、大学の新卒者の教職を取る試

験を受ける人達は減っているわけではない

と。先ほど言っていました、お産のときで

あるとか、代替で入る先生達が、今までは

既卒の人がいたけれども、団塊の世代が一

斉に退職、そこでマンパワーが足りなく

なったときにその人達がどっと入ってきた

ので、そこで人が足りていないのだよとい

う考え方もございます。 

 ですが、やはりそもそも子供達が、いや

先生になりたいという、そういう子供達を

育てていくためには、やはり、今、種をま

くことが必要なのかなと思うのですが、職

場体験とかもされていると聞いております

が、そういうプランとかはありますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 本当に、その

通りだと思います。やはり先生になりたい

という、よく将来何になりたいですか、先

生になりたいですと言ってもらえるような

環境をつくることが大切だと思っていま

す。 

 そのために私どもが取り組んでいると

言ったらおこがましいですけれども、そう

いった中で足寄高校との連携の中では、例

えば螺湾小学校には、毎年、教育大釧路校

から二、三名の生徒が僻地で教育実習をす

るというところで、受け入れをしておりま

す。これもう長いこと取り組んでいるので

すけれども、それ以外でも中高のインター

ンシップの中で、そういった先生の職場体

験だとか、今、話を進んでいるもので言え

ば、道教委もそういった部分すごく力を入

れておりまして、東京のある大学のほうか

ら、北海道で、農村の地域で、３泊４日の

日程で教育課程を学んでいる生徒に僻地の

学校訪問だとか、視察体験するプロジェク

トが、提案がありましたので、そういった

ことも積極的に取り組みながら、子供達

に、先生になりたいと思えるような取組

を、私どもも取り組んでいきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 教育実習で入ら

れてきた卵の先生達、そういう先生達を受

け入れたときに、足寄町の学校の子供達と

の接触というか、一緒に何かをするとか、

そういうような取組がされているというこ

とですね。分かりました、ありがとうござ

います。続けていっていただきたいと思い

ます。 

 では、次にまいります。 

 ３番目です。町立学校の職員の時間外在

校時間ですけれども、これに関しまして

は、ほぼ横ばいということです。ただ、横

ばいだけれども、中学校では、やはり４５

時間は超えてしまっている。これは部活動
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のためというふうな答弁でございました。 

 この時間なのですが、ちょっと細かいの

ですが、これは管理職の校長先生や教頭先

生の分も入っていらっしゃいますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 校長、教頭と

も加えた数値でございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） そして、聞いた

ところによりますと、３年ぐらい前から出

退勤管理システム、これを導入していらっ

しゃるといいます。客観的な数値を把握し

なくてはいけないということでしょうが、

これについて御説明を、どういったシステ

ムなのか、お伺いいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 今、御指摘の

とおり、客観的に在校時間を把握するよう

努めなければならないことになっておりま

す。 

 そういった中で、当初は、新しいシステ

ムを導入すると費用もかかるものですか

ら、他町が使っていたものを譲り受けて

使っていたのですが、どうしてもなかなか

うまく使えないということで、毎年予算化

しまして、システムを導入しております。 

 これにつきましては、朝パソコンを立ち

上げたときからスタートして、パソコンを

落としたときに終わりといったような把握

方法になってございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 要は現状を、正

確に表しているかということです。 

 外に部活動で行かれた先生とかはどうな

のでしょう。ちょっと校長先生にもお伺い

しました。現状どうなのですかと。一回学

校に戻ってくるので、そのときにパソコン

を落として、それが時間になります。では

日曜日とか、校外に行かれる場合はどうで

すか。わざわざ戻ってこられるのですか、

と言ったら、そうではない。月曜日に来た

ときに、そこで入力をするということでご

ざいました。ある程度の勤務時間は、正確

な把握ができているということでございま

す。把握というか、記録ができている。 

 その把握は、どのようにしているので

しょう。管理職だけが見られるのか。リア

ルタイムで、昨日ちょっと少し時間が長

かったよねということは管理職が見ていら

れるのか。それとも、今までの出退勤のよ

うに１か月単位で見て、こんなに時間が長

くかかってしまっていると見るのか、その

辺をちょっと知りたいのですけれども。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長。 

○教育次長（丸山一人君） 管理職が見る

ことはもちろん可能ですし、その中で、ど

うしても長い、ちょっと集計を取っていま

すので、その中で長い先生がいれば事実確

認だとか、誰かほかの人の手伝いができな

いのかという指導をお願いしますというこ

とも言っております。そういった状況で、

管理職は確認するように指示をしておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） その出退勤管理

システムの中に、朝来てパソコンを立ち上

げて、帰るときに落とす、その時間。前々

から思ってたのですけれども、学校の先生

達というのは、昼間の休憩時間というのは

どういうようなことになっていますか。教

職員室で食べていることぐらいしか分から

ないのですが、普通の企業のようにしっか

りと、公務員なら、４５分なら４５分、１

時間なら１時間、しっかりと休み時間が取

れる状況であるのかどうか。これ結構、一

人一人にとってはストレスになると思うの

ですが、いかがでしょう。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長。 

○教育次長（丸山一人君） 教職員の勤務

時間というのは、我々とやはりちょっと異

なる部分はあるのですが、ただ、１日の勤
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務時間の中には４５分の休憩時間がござい

まして、１日の労働時間は７時間４５分と

いうことになっております。 

 ただ、給食時間についてなのですが、こ

れは子供達と一緒に取ることによって、こ

れは休憩時間に入れていませんので、教職

員の休憩時間については、大体午後３時以

降に４５分取るという形になっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） ４５分間、３時

以降に取る。それは休憩室とかが、見たこ

とがないのですけれども、休憩室はありま

すか。そこから、子供達と離れる時間です

よね。それか、お家に帰る時間というのは

どうでしょう。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） 実

際に、その休憩時間なので、その時間内、

４５分間は自由に教員がその時間を自分の

ために使うことができる。ですから、銀行

に行ったり、私用で郵便局行ったりという

ことはあるのですが、では、その時間帯に

子供がいないということがあまりないの

で、子供達がいるということは、いろいろ

なことが起きます。例え休憩時間だろう

と、何かが起きたら対応しなければならな

いですし、そこで対応しないで休憩時間で

すからと言って何もしないと、これはあと

で大変なことになって、さらにこの勤務時

間が超過するというようなことになってし

まうので、その辺りは柔軟に対応している

のですが、現実としては、しっかり休憩が

取れているとは言えない状況にあるとは思

います。取れている人もいます。あまりそ

ういう意識がない教員も、中にはいるかも

しれません。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 働き方改革とい

うのはどこの職場でも、ドライバーさんで

あるとか、一番問題になったのは医師、ド

クターですね、働き方改革。特に、専門職

である教員の働き方改革、大変難しいと思

います。今まではこれでやってきた。これ

は医者もそうだと思うのですが、時間に

なったから、はいさよならというわけには

いかない、人相手で。もう十分承知してい

ますし、そこを切り取ってしまって、会社

員、サラリーマンとして見てしまえば、そ

れはもう教育がなくなってしまうというの

は大変よく分かりますが、ここは少し取り

組んでいってもよいところかなと私は思い

ます。 

 大変、子供と一緒にいると楽しいですけ

れども、先生になっているくらいなので子

供が大好きなのだと思います。ですが、そ

の人が休み時間４５分をしっかりとれるよ

うな体制を整えるというのは、これは組織

として、これは足寄町だけの問題ではない

と思います。全国だと思うのですが、これ

は絶対取り組むべきだと思いますが、いか

がでしょう。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） そ

れは、進藤議員の言われるとおりで、私も

そのとおりだと考えています。 

 現実として難しいところはあるのです

が、やはりその勤務時間、それから休憩時

間、休憩時間も、どうしても勤務時間の終

わりに、取って早く帰るということが労基

法上できないものですから、どうしても間

に取らなければならない。そうすると、や

はり、その取ろうという意識が、教員のほ

うにきちんとあるということが、まず大前

提になってくる。 

 今年度、会計年度任用職員さん、学校勤

務の、そういう方には、きちんとそれぞれ

の勤務時間と、それから休憩時間、いつそ

の休憩を取るのかということを明確にし

て、基本、休憩時間を取れるようにという

ことで、学校のほうにもお願いしていると

ころです。 
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 そういうところも含めて、先生方も、少

しずつ休憩時間をそれぞれ取れるように工

夫していくということで取り組んでいると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 取り組み始めた

ということですね。 

 要は、出退勤管理システムを導入する

と、やはり自分一人一人、教員一人一人

が、自分の時間、労働時間というのをしっ

かりと認識できるようになると。まずそこ

が第１点、それはクリアされてきた。で

は、本当にその休み時間を取るように、自

分の仕事を自分でもマネジメントしていこ

うというところが、これから大切なのかと

思います。 

 一人一人の意識改革ができてきて、今、

任用職員の方が少しずつそうなってきてい

るということですね。教員にもそれがなっ

ていけるように願いたいところでございま

す。 

 労働時間は、何に一番先生達、特に担任

の先生、何に一番時間を取られているか、

アンケートを取ったとか、そういうことは

ございますか。客観的に何かありますで

しょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） アンケート等

の実施はしておりませんが、私も、教育委

員会に長く携わってきておりまして、例え

ば足寄小学校、足寄中学校であれば、昔か

ら警備員を配置しておりまして、警備日誌

があります。その中で、どの先生が遅くま

でいたとかというのは分かりますので、そ

ういったときに学校長から聞き取りをし

て、一体なぜこんなに遅くなっているので

すかといったような聞き取りを行ったこと

がございます。 

 そのときに多かったのは、どうしても教

材の作成、中学校でいえば部活終わってか

ら業務に戻って、それから教材を作る先生

も多いということでございます。 

 授業参観とか行ったら、子供達がノート

以外にもワークシートというようなものを

使って授業している姿を見たことがあるの

ではないかと思いますが、あれは先生方

が、やはり自作しているものが多いと伺っ

ております。 

 そういったことが多いのかなと、あくま

で一例ですが、そういったような把握でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） とてもやる気の

ある先生達は、どうしても時間がかかって

しまうと。先ほど答弁の中にもありました

が、ＡＩやその辺の、いろいろなものを

使って、タブレットも利用しているという

ことなので、なるべくそういうものを、出

来合いのものを使いながらやっていくと

いっても、やはり考えてはいらっしゃるの

でしょうけれども、校長先生達のお話を聞

いても、ですが、自分で作りたいという先

生が、やはりいらっしゃるのは事実だそう

です。 

 あと、お便りですね。やはりお便りを、

各クラスのところにはいっぱい先生達に

よって、こんなに分厚いお便りが。それが

先生達の教育の証ではないですけれども、

そのような感じを見られます。 

 私も１人、まだ中学生の息子がいます

が、もっと少なくしてもいいのではないか

なと。後でＩＣＴのところでもまたお聞き

しますが、なるべくそういうものを使っ

て、お便りや保護者と、そういうものを使

いながら、なるべく紙ベースは少し減らし

ていくような感じで、その都度校長先生か

ら指導が入るのが一番よろしいのかなと感

じた次第であります。 

 では、次にまいります。 

 ４番目の体調不良による退職者、休職

者、休みがちな教員の有無ですが、これは

いないというお話も、私も聞いておりまし
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た。それは素晴らしいと。ですが、いつど

んなときになるか分からない。 

 その中で、これは教員に限ったことでは

ございませんが、ストレスチェック制度と

いうのが、今どこでもやっております。５

０人以上の従業員がいるところはやってい

ると思いますが、これの現状についてお伺

いいたします。 

 毎年やっているという話は聞いておりま

すので、これの結果で、本人に結果が返っ

てくる、このストレスチェック制度ですけ

れども、その中で、強いストレスを感じて

いるというところが引っかかった先生達

は、普通、産業医の面接になるかと思われ

ます。こういう方がここ最近いらっしゃっ

たかどうか、聞いていらっしゃるかどう

か、お伺いいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君）  ストレス

チェックは、数年前から実施しておりま

す。 

 この中で、議員御指摘のとおり、希望が

あれば産業医の面談もできるということに

なっておりますが、その点につきまして、

何年度に何人の希望者がいて何人面談した

といったような資料につきましては、今、

手持ちがございませんので、ちょっとお答

えしかねるかなと思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 校長先生から、

最近はというような感じでしたので、最近

はいらっしゃらないのかなと思いますが、

ただ普通に考えれば、チェックで引っか

かったとしても、本人に結果がくるわけで

す。本人が手を挙げない限りは、管理者は

分からないわけです。 

 本当に辛い思いしている人は手を挙げな

いと、私は看護師として思います。その辺

はどうなのですかと校長先生に聞きました

ところ、やはり面談でいろいろな話を、そ

れから、毎日一緒に顔を合わせてますので

顔色も分かるし、ある程度のことは理解で

きているというような話でした。 

 その言葉を信じれば素晴らしいと思うの

ですが、かいくぐってなくなる方も中には

いらっしゃいます。そういうときの、御本

人も家族も大変ですが、残された仕事場の

仲間、いかほどの、町でもあったと思いま

すが、本当に辛い思いをし、業務にも支障

が出る、マイナスな部分であると思います

ので、このストレスチェック制度は、うま

く使っていってもらいたいと思います。 

 まず自分のストレスを知る、これがまず

第１項目の目的だと聞いております。そし

て、２番目として、これは努力義務です

が、集団ごとに集計、分析し、職場環境の

改善に役立てる、これがまず努力義務であ

ります。こういうことはされているかどう

かというのは、面談をした記録がないとい

うことは、これもされているかどうかは分

からないですか。事業所によってちょっと

違うみたいなので。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長。 

○教育次長（丸山一人君） なかなか明確

な答弁できなくて申し訳ございません。 

 ストレスチェックにつきましては、役場

職員と同じやり方を取っております。会社

も同じ会社に委託しております。 

 そういった中で、あくまでストレス

チェックをして、それを本人に返すという

形で、それ以外は、特に、今御指摘のあっ

た、集団でどうのといった部分の取組はし

ていないと認識しております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 私のちょっと調

べたところでは、ちょっと違うような気が

いたします。 

 では、町長にお伺いいたします。これは

役場の中ではどのようにやっていますか、

ストレスチェックの結果の分析。いかがで

しょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 総務課長、答弁。 
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○総務課長（保多紀江君） 職員のストレ

スチェックにつきましては、対象となる職

員に一人一人配って、回答を直接封筒に入

れて、誰も見られないように回収をいたし

ます。それを業者のほうに送りまして、分

析をしていただいて、結果をもらいます。 

 また、その結果につきましても、本人に

直接、また封書に入れて渡して、それを、

町のストレスチェックの担当者という者を

総務課の中に一人決めておりまして、その

者が見ることはできるのですけれども、そ

の者以外の人に見せることはありません。 

 また、本人に、町のほうにその情報を提

供していいかというようなことも確認を

取っております。 

 その結果、高ストレスの方については、

面談を希望するかどうかを確認をして、面

談を希望する場合については、本人とその

上司にのみ、そのことをお知らせして、産

業医の面談を受けるというような形をとっ

ております。 

 もう一つ追加をさせていただきます。 

 集計の結果なのですけれども、課ごとに

集計をされておりまして、そちらについて

は管理職に結果を、全体的な結果を、過去

３年分ぐらいのデータはついているかと思

うのですけれども、それが分かるような

データのほうを配布しておりまして、管理

職のみで見るような形になっております。 

 また、人数が少ない課とかもありますの

で、そちらについては少し合わせて、個人

が分からないような形で対応させていただ

いております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） ありがとうござ

います。 

 ちらっと役場はされていると、すごいな

努力義務をきちんとやっているのだと、や

はりここまでやらないと、何のためにスト

レスチェックを、そんなにお金はかからな

いかもしれないのですけれども、せっかく

のデータなので、使っていただきたいと思

うので、もしかしたらやられているかもし

れない、ちょっとお伺いしてみてくださ

い。なるべく業務に生かせるようなものを

やっていきたいと思いますので。 

 では、次いきます。 

○議長（髙橋秀樹君） 進藤議員、ここで

一旦休憩を。 

 １１時２０分まで休憩といたします。 

午前１１時０５分 休憩 

午前１１時２０分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩をとじ、会議

を再開いたします。 

 １０番進藤晴子君の再質問から許しま

す。 

 １０番。 

○１０番（進藤晴子君） では、再質問の

続きを行わせていただきます。 

 ５番目のＩＣＴの推進状況についてでご

ざいます。 

 ここは、いろいろ校長先生からお話を

伺って、どんどん取り組んでいるというと

ころだったので、一つだけ。 

 センターサーバー方式を導入すること

で、管理業務の軽減を図っている。これは

ちょっとよく分からないので、御説明お願

いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 現在、校務用

については、各学校におけるサーバーで管

理しておりますが、これがたまに壊れた

り、壊れたりというか、たまに不調を起こ

したりします。そのたびに管理職の、教頭

先生なのですけれども、対応していただい

たり、教育委員会と連絡を取りながら、そ

ういったトラブルに対応するという業務が

結構な頻度でございますので、サーバーを

集約化することによって、そういった部

分、主に教頭先生の業務が削減されるので

はないかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 
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○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

センターに集約するので、もし、でもそれ

が壊れたとか、ちょっとメンテナンスが必

要となると、どなたがこれは関わってやる

のですか。学校の先生ではなくて。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） センターサー

バーの配置場所については役場を予定して

おりますので、ちょっと何か各学校で不具

合があれば、教育委員会担当者、業者、も

しくは情報管理の協力を得ながらトラブル

の対応に当たっていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

 ＩＣＴの中で一つだけ、マチコミメール

が小学校と中学校とあります。 

 小学校は大変、開くとホームページにぽ

んと移動して、子供達のスケジュールとか

全部分かるようになっていて、大変使い勝

手がよろしくて、保護者にも非常に良いと

いうことを聞いているのですが、中学はな

かなかちょっと使い勝手が悪いということ

で、校長先生に聞きましたら、ホームペー

ジを今度立ち上げるのだと言っておりまし

た。 

 なので、またその辺は使い勝手が良くな

るのかなと思っておりますが、これ、ＩＣ

Ｔの使い方も全国でいろいろな取組がされ

ていまして、まず、先生が子供との時間を

取るために、では何に時間を取られている

かといろいろ研究されています。その中

で、保護者との連絡、これが、学校に来ら

れなかったり、体調が悪かったり、電話連

絡でうちはやっております。あれを、本当

に電話でしっかりとお話をしなければいけ

ないことは電話ですると思うのですが、そ

うではなくて、普段ちょっと熱を出したの

で休みますということぐらいは、メールで

もよろしいのではないかなと私自身は思っ

ています。 

 保護者との電話時間を何時から何時まで

区切って、そのほかもう緊急以外は取り継

がないという学校もございました。その辺

は取り組んでいってもよいのかなと思うの

ですが、いかがでしょう。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長。 

○教育次長（丸山一人君） 保護者との連

絡についてマチコミ、これは、料金もかか

らないということで非常に活用させていた

だいております。 

 そういった中、児童生徒の欠席の連絡に

つきましては、この間ずっと電話でやって

きております。やはり電話で話すことに

よって、詳しい状況だとか、家庭の状況な

んかも把握できる部分のメリットもあるの

かなと考えている部分はあるからでござい

ます。 

 ただ、今の先生方の負担、朝、特に電話

が混み合うという状況もございますので、

昨年度からちょっと試行をして、欠席の連

絡についてもマチコミを活用したものに取

り組んでいくということでしておりますの

で、近いうちにその分は取り組んでいきた

いと考えております。 

 時間外の電話の取り継ぎにつきまして

は、議員仰せのとおり、道立学校含めて、

あちこちの学校で時間外取り継がないとい

うような対応をしておりますが、この部分

についても校長会で協議しながら、どう

いった対応が本町についてはいいのかとい

う部分は考えていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） ぜひ、よろしく

お願いします。 

 もう一つ、このＩＣＴの活用で、先生同

士の情報共有ですね、これに、いろいろな

ところでＩＣＴを活用して、例えば欠席し

ましたというとか、個人情報は別にして、

それをみんな画面を見れば分かる。今は、

電話をかけてその先生が、では担任に、後



― 18 ― 

で報告しますと、先生達が移動する、先生

達のコミュニケーションを取る上では大事

なのかもしれませんが、もっとスマート

に、みんなで情報共有取れるためのパソコ

ンなどの利用がよろしいのかなと感じまし

たので、よろしくお願いします。 

 次にいきます。 

 部活動の地域移行状況です。 

 これは、この間資料をもらいまして、か

なり進んでいるということで受け止めてお

ります。スケート部はすでに小中高一貫で

やっていらっしゃるようでございますし、

その点でも少しずつ先生達の部活に関わる

時間が少なくなってきているのかなと思い

ますが、アンケートですね。部活動地域移

行の資料をもらいまして、その中に昨年実

施したアンケート結果、一部抜粋でありま

して、それぞれ教員、中学生、そして中学

生の保護者、小学校５、６年生の保護者の

アンケートを取ったと。皆さんそれなりに

出てきているのですが、これで気になった

のが、教員の中で、回答率６８％、中学生

は９０％、親も６８％。学校の先生が６８

％というのは、これはどういうことでこれ

だけ低いのかどうか。もしかしたら、関心

がないという言い方はおかしいですけれど

も、地域移行したくないという先生がいる

のかしらと思わせるようなパーセンテージ

だと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁 

○教育次長（丸山一人君） 今回、児童生

徒、保護者、教職員にアンケートを取りま

した。 

 この中で、想像以上に、児童生徒、保護

者の回答率が高かったというふうに受け止

めて、ある意味驚きを、それだけやはり関

心高いのだなと私達は捉えているところで

す。 

 ただ、先生方については若干低いとい

う、６８％と、やはり本来であれば１００

％あってもいいのかなと思うのですが、

ちょっと残念ではあるのですが、ただ先生

方、特に中学校の先生方もいろいろな考え

がありまして、これは今回のアンケートに

こだわった話ではないのですが、先生方

も、部活動の指導をしたいから先生になっ

たという先生も少なからずいらっしゃいま

すし、それが負担になっているという先生

方もいらっしゃいます。 

 これは別に、そういった部分の数値が

ちょっと低いというのが、関心がないとか

そういうことではなくて、ちょっとほかに

何か理由があったのか、ちょっと分析まで

していないですが、そういった部分で、先

生方も決して関心は低いというわけではな

いと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

どんどん進んでいって大変よろしいかと思

いますが、やはり、先生方一人一人が思う

ところがあると思いますので、そういう聞

き取りもしながら進めていただけたらなと

思っております。 

 今回、中学校の資料をいただいたのです

が、これも、小学校のほうにも少しずつ広

がっていくというようなお話もされていま

したので、例えば、バレーであるとかブラ

バンであるとか、その辺のことにも少しず

つ広がっていくというような校長先生のお

話がありましたので、中学のみならず、た

だ、小学校は少年団でございますので、

ちょっと少しまた部活動とのあれが違うの

かなと思いますが、やっていっていただき

たいなと思います。 

 そしてこの中で、ちょっと一つ私が気に

なったのは、人によって、先生によって、

やりたい先生もやりたくない先生もいる、

それはいいのですが、教員の評価、人事評

価です。教員評価は毎年やっていらっしゃ

ると思います。丁寧に、それを基に校長先

生達、管理職が面談をされているというよ

うな話を聞いております。 

 やらない先生、部活を担当していない先
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生が、やっていないからといって不利益を

被るような評価になっていないのかどう

か、ちょっと気になりましたので、御回答

をお願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） 部

活動の部分については、完全に教育課程外

の教育活動ですから、ある意味、手当はつ

いていますけれども、そこについては、人

事評価の評価項目に部活動ってありません

ので、一切関係ないです。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 安心しました。

一切関係ないということで、では、やった

先生はどうなのかなと。しっかりやって頑

張っているのに、自分はそういうところで

評価されないということで、切っていいで

すね。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） 部

活動に対する教員の考え方というのも、そ

れぞれいろいろありますので、その取組方

もいろいろなのですが、昔は部活しかしな

い先生って実はちょっといたかもしれない

なという、そんな時代もあったように聞い

てはいますが、今はそういう先生いらっ

しゃらないので、基本的に今の先生方、授

業も授業以外の活動も精一杯一生懸命やっ

ておられますので、どの部分についてもそ

んなに変わらないと。授業一生懸命やるけ

ど部活やらないとか。 

 やりたいかやりたくないかと言えば、希

望はあると思います。ただ、自分がやらな

ければならないとなったことについては、

足寄町にいる先生方については、精一杯一

生懸命やってくれていると。そういうとこ

ろが、働き方改革との絡みで、いろいろ難

しい問題も出てくるのですが、そういうと

ころも配慮しながら、先生方の働き方改革

についても改善していかなければならない

とは考えています。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

評価には関わらないということで、ただ、

そういう先生達の意欲というのは、やはり

認めていかなければいけないというような

お考えだと感じました。ありがとうござい

ます。 

 では、次にまいります。 

 地域との協働推進状況です。 

 これは、答弁にもありましたが、私は

思ったよりも前向きに活動されているのだ

なということで、コミュニティースクー

ル、学校運営協議会制度、こちらの活動な

どもありまして、ＰＴＡのほうの方達にそ

ういうお話をされたりとかいうような答弁

でございました。 

 大変大事なことで、学校教育をするに当

たって一番何が大事かというと、分かりづ

らい、学校の中身は。子供がいるそのとき

は、そのときのことはよく分かるけれど

も、子供が大きくなった後の学校教育っ

て、何やっているかよく分からないという

のが、正直言ってそういうことだと思うの

で。 

 町民は、今４割は６５歳以上、足寄町

は。子供達を育てている方達は、本当に一

生懸命部活動にも参加していただいて、本

当に先生達も感謝している、理解していた

だいているというようなお答えでした。 

 さて、では６５歳以上の高齢者、４割を

占めた高齢者、この方達の私は意見も、６

５歳を高齢者と言っていいかどうかは別に

して、理解を得るためには、どうしていっ

たらよろしいでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） 学

校における働き方改革を推進していく、そ

こである程度成果を上げていくためには、

今幾つかポイントとなるところがありまし

て、先ほどからいろいろ出てきていました

よね。 
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 幾つか方策があって、例えば小学校３５

人学級とか、４０人でなくて３５人、今、

もう全学年３５人ということですが、それ

から、今、教員免許更新制度だとか、今ま

では１０年に１回、３０単位取って更新と

いうことをやっていかなければいけなかっ

たのを、それをなくして、制度的にそれを

改正をして、今、その研修履歴による面談

を管理職とやりながら、自分の研修を進め

ていくというふうになっています。ですか

ら、管理職との面談の機会がかなり増えて

きている。そういうところで、働き方改革

も含め、いろいろな指導、先ほどのメンタ

ルヘルスだとか、そういうことに関して

も、そういう機会が生かせる。 

 それから、支援員だとか、そして、今出

ていた大事な地域との関係。働き方改革と

いう、先生方に直接関わることなのです

が、自分達のことなので、これを保護者と

か地域に説明をして理解を得るというの

は、なかなかいずい部分があるのです、自

分達のことですから。もうそういった辺り

をうまく、例えば教育委員会から説明をす

るとか、言う機会も必要になる。 

 そして、今回これ取り上げていただきま

した、議会で。私としては本当にありがと

うございますという感じです。議会だより

にも載ります。議会だよりを読んでおられ

る方、たくさんいます。また理解が深まる

と思って感謝しています。そういった意味

では、例えばＣＳのシステムをうまく生か

しながら、地域への情報発信、周知をでき

るようにするとか、地域学校協働本部を生

かしていくとか、そういうことも必要に

なってくるかなと思っています。 

 いずれにしても、情報を出すというのは

すごく大事なことなので、これからも、そ

の点については努力していきたいと考えて

います。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

非常に難しいところであるからこそ、なお

さら大切なところと受け止めております。 

 そして、私、この地域との協働推進状況

が、このプランの中に入っている。このプ

ランも、もう評価されていると思うのです

が、なぜだろうと思ったときに、子供を育

てるには、家庭と学校と地域、コミュニ

ティ、この三つが合わさって、一生懸命子

供を育て上げる。何となく理解はできるの

ですが、では、町民の理解を得るってどう

いうことなのだろうと思ったときに、やは

り学校の先生、もし自分が学校の教員であ

れば、自分で一生懸命、担任の子供達を育

て上げていく。町の人がもしそこに関わっ

てくれたら、それだけで、やはり孤立感、

孤立は防げるのではないかなと。 

 先ほど、新入職者、新しい先生達という

か、経験の浅い先生達のフォローができて

いるというお話がありましたけれども、専

門職の一番難しいところというのは、やは

り孤立する、これ、お医者さんもそうだと

思いますが、その孤立感を何とか防いで、

みんなで子供を育て上げようという、そう

いう町の体制ができたときに、やはり教員

は、私が思うウェルビーイングですよ、そ

ういう形を取れるのではないかと思った次

第であります。その辺はどうでしょう。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） 地

域との連携が大事だということで、そのこ

とに対する考え方の説明ということでよろ

しいですか。 

 これまで、学校のシステム、学校そのも

のって非常に分かりにくくて、あの学校の

中だけで社会がある程度形成されているも

のですから、それを外部から理解するとい

うのはかなり困難なことがありまして。 

 実際に教員も、その説明をしているので

すが、分かりにくいがゆえに、例えば、教

育に対してすごく熱心な親御さんであって

も、同じことを１回、２回聞いただけでは

理解できないということがたくさんあるの
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ですよね。ですから、やはりその説明の機

会を増やすですとか、いろいろな方からい

ろいろな話を聞く、学校から一方的にこう

聞くのではなくて、そして、それを双方向

で情報をやりとりしたりということが必要

になってくるかなと考えています。 

 どうしても、今まで全部、知徳体全て学

校でお任せという状況が増えてきていたも

のですから、それを、できるだけ家庭や地

域でやっていただけることは、そこに理解

していただいて、みんなでやっていきま

しょうというふうな体制を組もうと流れが

変わってきていますから、そのための努力

が必要になってくるかなと。それは学校だ

けに任せるのではなく、やはり教育委員会

もそこに、一緒にサポートしながら、その

システムをつくっていくということが非常

に大切なことだと考えております。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

 最後に、教育長に改めてお伺いしようと

思いましたが、教育長の考える教員のウェ

ルビーイングの確保、これは、今お話をさ

れたことで大体回答になったのかなと思い

ます。 

 もう一つだけ、校長先生達に最後にお聞

きしたのは、校長先生達の、管理職の求め

る教師像です。どうも私達の世代とは全然

違うパターンになってきていますので、お

聞きしました。そうしましたら、恐れず

チャレンジする教師、伸び伸びと愛情のあ

る教師、そして使命感ある教師、意欲のあ

る教師だそうです。 

 教育長に最後にお伺いいたします、ここ

で。教師の求める教師像を教えてくださ

い。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長答弁。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） 最

後にとても難しい質問がきて、今、何て返

答したらいいかなという、頭の中が混乱し

ているのですけれども、やはり、今の先生

方、たくさんいろいろなこと求められるの

ですよね。ある程度昔、３０年ぐらい前だ

と、何かが得意、例えば、子供を指導する

力はもうピカ一だよと。ただ、寝坊したり

して時間ちょっとルーズだよという方もい

たかもしれないけれども、そのいい部分が

あれば、何となく社会的に許されるような

場面があったのですけれども、今は、やは

りいろいろなものが求められる。そして、

どこかマイナスがあると、そこを指摘され

るということがどうしても増えてきていま

すから、やはり先生方にはバランスよく、

もちろん子供に対する愛情、将来への子供

の資質能力、どんな子供を育てたいのかと

いうことを明確に持っていて、それを、先

を見て、５年先、１０年先を見て、バラン

スよくきちんと子供にその力を身につけさ

せられる、そういう教師が求められてい

る、そういう教師が大切だというふうに

は、僕としては考えています。 

 なかなか難しい時代なのですが、そうい

うところを、やはり精査をして、できるだ

けシンプルに学校を運営していくというこ

とも働き方改革では大事ですし、本町に人

づくりの町構想というプランがありまし

て、その中で教員、どうやってスキルアッ

プしていくかと書いてあるのですが、この

中でも明確に一文入れているのは、昇任教

頭１年間、それから新採用教員３年間、こ

の者については、働き方改革対象外としま

すと。ただし、そこの部分を、精神的にそ

れで潰れてしまったら困りますから、教育

委員会のこの役職のこの人間がこんな対応

をして、こうサポートしていきますよとい

うふうにしています。 

 なぜかというと、やはり、ある程度のス

キルを身につけるためには、質の高いもの

を目指すためには、量をこなさなければな

らないのです。やはり、その新卒３年の間

に、いろいろな量をこなすという作業をし

ておかないと、それが質に結びつかないの

で、結果的に、その先生が将来苦労するこ
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とになるのです。 

 ですから、そういった辺りも含めて、何

が大事なのか、どうしたら先生方が素晴ら

しい力を発揮して、将来素晴らしい子供達

を、その必要な力を身につけさせられる教

員になれるのかということも、一緒に考え

ながらやっていきたいと考えています。そ

こを一緒にやれる教員、これは大事な教員

だと考えています。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） ありがとうござ

いました。全員一律な働き方改革ではな

い、人を育てなくてはいけない、そのため

には、やはり大変管理職の重荷が、働き方

改革と言われている中で、管理職の本当に

重荷が強いのだろうと私は感じました。あ

りがとうございます。 

 では、次の質問にまいります。 

 質問事項。 

 足寄町立学校の児童生徒の学校費負担に

ついて。 

 円安や社会状況等による物価高騰が止ま

りません。ガソリン代や水道光熱費に至る

まで、生活に欠かせないあらゆるものの値

上がりは子供の教育費にも波及しているよ

うです。 

 民間アンケートでも、習い事を含めた教

育費の値上がりを感じている保護者は６割

に上り、学校に係る経費、以下学校費と言

います、に関しても４割となっています。 

 我が町も、給食費無料や医療費無料等の

事業を行っていますが、保護者の負担は増

す一方です。 

 足寄町立学校での学校費について、以下

の点を伺います。 

 １、令和４年度、５年度の年間教材費の

比較、小学１年生と中学１年生。 

 ２、令和４年度、５年度の中学１年生の

制服費、ジャージ等費用の比較。 

 ３、令和４年度、５年度、６年度の小学

６年生、中学３年生の修学旅行費用と今後

の見込み。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） 教

育委員会から、進藤議員の足寄町立学校の

児童生徒の学校費負担についての一般質問

にお答えします。 

 １点目の、Ｒ４年度、５年度の年間教材

費の比較（小学１年生と中学１年生）につ

いてですが、小学１年生は学校により異な

り、令和４年度は、１万６,１０５円から２

万１,５９５円、令和５年度は、１万６,９

２０円から２万７５７円です。中学１年生

は、令和４年度が１万２,５００円、令和５

年度は、１万４,１００円です。 

 ２点目の、Ｒ４年度、５年度の中学１年

生の制服費、ジャージ等費用の比較につい

てですが、両年度とも、制服費は、男子２

万８,４９０円、女子４万６,２００円、

ジャージ上下は１万５６０円です。 

 ３点目の、Ｒ４年度、５年度、６年度の

小学６年生、中学３年生の修学旅行費用と

今後の見込みについてですが、足寄小学校

の修学旅行費用は、令和４年度２万２,８０

０円、令和５年度２万４,３１３円、令和６

年度２万７,６６４円です。僻地小学校は、

２年に１度合同で実施しており、実施した

令和５年度は、２万７,５００円となってい

ます。中学校は、令和４年度が道内で４万

８,５４５円、令和５年度も道内で４万８,

８００円、令和６年度は道外で６万７,６２

０円です。 

 今後の見込みについてですが、バス料金

の値上げや物価高が続けば、さらに値上げ

となることが想定されます。昨今、教育費

を含め、物価が大きく上昇しています。家

計への負担を考慮しつつ、教育効果の高い

教材費等の在り方について検討していくこ

とが大切です。 

 教育委員会としましても、各学校の基本

的な方針が家庭や地域に共有されるよう努

めてまいりますので、御理解賜りますよう
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お願い申し上げ、進藤議員の一般質問に対

する答弁とさせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） 進藤議員の一般質

問の途中ですが、お昼休憩のために１時ま

で休憩いたします。 

午前１１時４９分 休憩 

午後０１時００分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 １０番進藤晴子君の再質問から許可いた

します。 

１０番進藤晴子君。 

○１０番（進藤晴子君） では、再質問を

させていただきます。時間の関係上、１番

と２番の教材費の比較と、制服とジャージ

の費用の比較、この二つを一緒にまとめて

再質問させていただきます。 

 まず、答弁にありました教材費、ほとん

ど上がっておりません。そして、中学校の

ジャージ、制服も全く同金額でございま

す。 

 教材費の問屋さんにはちょっとお伺いで

きませんでしたが、制服の、町の中のお店

の方に聞いてまいりましたところ、２３年

間全く上げてないというお答えでした。こ

れを、上がっていないことを、どう捉える

かお聞きします。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 制服代につき

ましては、制服のデザイン等については決

まっておりますので、その中で決定すると

いう、価格決定については教育委員会が関

わってはおりませんので、その部分、学校

と業者さんの中でやりとりはあるのかなと

思いますが、教育委員会はその中で関わっ

ていないということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君）  そのことは分

かっております。ただ、２３年間上がって

いないこと自体がどうなのだろうと、そう

私は思いました。これ自体が、やはりお店

屋さん、その問屋さん達の御努力にあるも

のだなというのを思ったのですが、それも

ちょっと問題なのではないかと思った次第

です。それだけは聞きたかったです。分か

りました。 

 ただ、今後は分からないというお話もあ

りましたので、来年度以降、値段の価格交

渉をどなたがするかちょっと分かりません

が、その中でよくお話を聞きながら価格を

決めていっていただきたいと思った次第で

す。 

 もう一つです、そこの中で。 

 以前、私、教育長のほうに、この多様性

が重視される世界、この世の中で、制服を

着せること自体がどうなのだろうとお伺い

したときには、教育長のほうは、いじめ等

があるから、やはりこれは、制服というの

は必要なのだというふうにお話を伺いまし

た。そのお考えは、まだ変わっていないで

すか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） や

はり差別をつくらないというか、そこに等

しく学ぶ環境を提供するといった意味で

は、なかなか義務の学校まで制服をなくす

というところは、ちょっと厳しいかなとは

考えておりますので、その点については、

以前と考えは変わっておりません。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

そこだけ確認をしておきたかったので、質

問しました。 

 では、３番目にまいります。修学旅行で

す。 

 これは、もう１４日の勝毎さんのほうに

もかなり詳しく載ってましたし、いろいろ

なところで言っています。修学旅行の費用

がどんどん上がってきている。これは、単

に燃料だとかそれだけの話ではなくて、バ

スの働き方改革、運転手さんの、そういう

ものを含めて、どういうふうに上がったの



― 24 ― 

だろうと校長先生にお伺いしましたら、も

し、万が一函館に行くとする。そうなる

と、距離が決まっているので、洞爺で１回

降りて、バスと運転手さんは丸ごともう１

回、２台分必要なのですよと。なるほど、

働き方改革というのは、そういうところに

影響があるのだなと思いました。だから東

京なのだとおっしゃってました。 

 今年は、約６万８,０００円かかった。来

年は、多分校長先生のあれだと、１万円

ちょっとは上がるだろう。ただ、それだけ

ではない。子供達は、研修とか自分達で動

きます。昼のご飯とか、そういうものは全

て自分持ち。バッグも買い、パジャマも買

い、いろいろなものを揃えて、楽しみに行

くわけです。 

 大体、予測しますと１０万円近くになる

のではないかと思っていたときに、他町で

は、幕別、豊頃、そして陸別も、詳しいこ

とは新聞に載っておりましたので省きます

が、それぞれが補助をされている。 

 足寄町は、いろいろなところを子供達の

ために補助している。給食費も無料、国に

先立ってやっているところであります。そ

れは分かるのですが、これは一緒にはでき

ないことですが、足寄高校に補助をしてお

ります。これは、また別の意味で補助をし

ているというのも分かっていますし、結果

もやはりついてきております。ですが、こ

この義務教育にいる子供達は、１００％足

寄町民です。義務教育だから、国が何でも

やってくれるだろうと私達の世代は思って

いましたが、国のやり方を見ていると、

やっとこの１０月に児童手当が変わるとい

うところで、国は、やはりどうしても遅

い。子供達の近くにいるのは、やはり自治

体であります。自治体が現状を分かってお

ります。どうか補助のほうができないかど

うか、お伺いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長。 

○教育次長（丸山一人君） 修学旅行費の

補助金について、本町の取組についてなの

ですけれども、議員仰せのとおり、足寄高

校に対しましては、３万円補助ということ

でスタートしております。 

 これは、この制度をスタートして、私も

担当として関わっておりましたけれども、

やはり高校では１０万円以上かかるという

ことで、義務教育と違って、準要保護制度

がないので、やはり金額が払えないという

ことで、行けない生徒も実際にいるのだと

いう、高校から申出もありまして、協議し

てその制度をスタートしたという経過がご

ざいます。 

 義務教育については、そういった補助

金、一律の補助金はないですが、準要保護

制度の中で、やはり家計的に厳しい方、要

保護、準要保護生徒については実費補助と

いう形で対応しているという状況でありま

すので、こういった部分は御理解いただき

たいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君）  所得の低い方

が、そういう制度があるのは分かっており

ます。それ以外の方です。町民の子供達

は、みんな私達の子供達です。なので、所

得制限とかそういうものを設けずに、ほか

でもやっていらっしゃるわけです。それは

どう思われますか。そこをしてほしいので

すが、いかがでしょう。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） お

およそなのですが、３０年ぐらい前から、

大体、中学校の修学旅行費も３万円ぐらい

は上がっているのではないかと考えていま

す。大体なので、そのぐらい上がってきて

いる過程においては収入も上がってきてい

るという現実もあるので、穏やかに旅費が

上がってきているというふうに考えてもい

いかなとは思っていました。 

 大体、管内の状況を見ると、これまで６

万５,０００円前後、７万にいかないぐらい

で何とか収めるというところが標準になっ

てきていたのですが、ここのところ値上げ
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ラッシュで、これまで、先ほどの制服の金

額のお話もあったのですが、だんだん上げ

ていいのだという情勢になってきて、いろ

いろなものが上がってきていると。ただ、

収入の部分がそこに見合っているかどうか

というのは、また別な問題として残ってい

るということもあります。 

 そういうこともあって、今、急激に物価

も上がってきていると。そういうことを考

えると、そういう進藤議員のおっしゃるこ

とも何となく理解はできる。ただ、これま

でそういう補助って一切していないのです

よね、一切。 

 今年の人には当たらない、でも来年から

それは上がるというのも、ちょっと引っか

かるようなところもあり、すごく悩ましい

ところではあるのですが、例えば食材だと

かということを考えても、相当に今、この

１年半で急激に上がってきている、皆さん

御承知のとおりだと思います。それから、

例えば子供達が外で食事をする。今、どう

しても旅費を下げるために、旅費に食費を

入れないというプランが多くなってきてい

るので、当然、自分の小遣いの範疇でそこ

を支払わなければならないというようなと

ころも出てきていますので、その辺りを、

今、急激に物価が上がってきているという

ところを考慮して、その部分については、

議員が言われているところについては、

ちょっと前向きに検討させていただけない

かなとは考えています。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 前向きに検討し

ていただけるということで、大変嬉しく思

います。 

 中学３年生、小学生はまだ分かりません

が、多感な時期、中３、そして高校受験を

控えている、そういう中で、親はどういう

生活をしているのか、どう苦しいのだろう

かと、もう子供は分かるわけです、中学３

年生。 

 親に気兼ねする子、払えるかどうか、本

当に低額の所得者であれば、それなりの補

助をいただいていると思いますが、そうで

はなくて、普通の家庭です。やはり気兼ね

をします。なるべくそういう、楽しい修学

旅行、一番、一生に一度の修学旅行を楽し

く勉強していただけるように、その辺のこ

とを酌み取っていただいて、本当に前向き

に検討していただきたいと思います。 

 この辺は、町長の一言、どういうふうに

お考えになるか、お願いいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 教育長もかなり苦

しい答弁をしていたと思うのですけれど

も、基本的に義務教育ということで、今ま

では支援という部分というのはなかったと

いうことなのですね。そういうことで、準

要保護ですとか要保護とかという、そうい

う制度もあって、みんながやはり楽しく修

学旅行に行けるようにという、そういう取

組は今までもされています。ただ、町とし

ての支援といった部分でいくと、今までは

そういうことはなかったということであり

ます。 

 ただ、最近、この２０年くらい、ずっと

物価もそんなに大きく上がってこなかった

というところもありまして、もちろん賃金

も上がってきていなかったという部分、そ

れが、ここ最近になると非常に物価が、一

気にこの２年間くらいで上がってきた。こ

れは、多分世界情勢なんかも含めてあるの

かなというところであります。 

 実質賃金でいくと、２年くらいずっとマ

イナスになっているというような調査報告

みたいなのも新聞等で見ました。そういっ

たことを考えていく中で、教育長の苦しい

答弁、前向きにということで、お話があっ

たと思っています。 

 今後、この物価上昇というのはどうなっ

ていくのかといったところも含めて見させ

ていただきながら、新年度、来年とかに向

けていろいろな検討をしながら、どうして
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いくのかといったところを教育委員会の中

だとか、最終的には財政の関係もあります

ので、町も協議をしながら進めさせていた

だきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 町長からも大変

ありがたい力強いお言葉をいただきまし

て、ありがとうございます。 

 出生率１.２０、北海道はそれよりも下で

ございます。若い子達が、結婚もしたくな

い、子供も産みたくない、いや、産めない

というのが、将来、１年後、２年後、３年

後、それが少しよくなるのかと、全く兆し

が見えてこないというのが、これは足寄町

だけではございません。 

 そういうときに、やはり身近な自分達の

子供達を守っていこうという気持ちが、行

政も、議会も、町民も、同じような気持ち

で前向きにいけば、よりよい未来が開けて

くるかと私は思うところであります。 

 まずはまちづくり、第７次に向けてまち

づくりを考えていらっしゃると思います

が、物とかそういう、物もそうですが、ま

ずは人づくりから、人口を増やすこともそ

うですが、今いるこの学校教育、義務教育

を受けている子供達の教育から私は始まる

のではないかと思っております。 

 最後になります。町長に御質問いたしま

す。 

 このまちづくりの足寄町の観点から、こ

の学校教育について、１問目の質問も、２

問目の質問も、やはり子供に関わってくる

ことでございます。この辺のお気持ちを伺

いたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） まちづくりの観点

からということでございますけれども、先

ほども教育長の答弁の中にもありましたけ

れども、人づくりというような話がされて

いました。この後の時代を担うというか、

次の世代を担っていくのはやはり子供達で

ありまして、子供達がきちんと育っていく

ということが、次の世代をきちんと、僕達

の次の世代をつくっていくのだといったと

ころなのかと思っております。 

 人口減少の部分の話もありましたけれど

も、人口減少も、やはり子供さんがなかな

か産み育てていくのが、ある意味、人生の

中で自分のマイナスになるのではないかと

思われることによって子育てがうまくでき

ないだとかという、子供が産めないだと

か、子供が育っていかないだとかといった

ことが今までも長いことあって、そういっ

たことがあって子供達が少ない、そして人

口減少が進んでいくという、そういう、あ

る意味悪循環みたいな形の中で今進んでい

るのかなと思っています。 

 今、いろいろなところで、いろいろな書

物だとかいろいろ見ていると、今本当に子

育てをきちんとできるような体制をつくっ

ていかなければ、この人口減少というのを

転換することができないというようなこと

も言われています。 

 そういったことを考えていきますと、や

はり子育て支援という、子育て支援だとか

教育支援だとか、そういったことが、やは

りこれから、うちの町だけではなく日本全

体で、もっと言えば、国も含めてきちんと

取り組んでいかなければならない課題なの

ではないかと思っています。 

 足寄町にとってもそうですし、国にとっ

ても、子供をきちんと産み育てていくこと

がきちんとできる、そういう環境をつくっ

ていくという、それがその人の人生のマイ

ナスになるだとかということではなくて、

子供が生まれて育っていくことが、みんな

にとって本当に幸せなことなのだと思える

ような、そういうまちづくりというのを、

やはりしていかなければならないのかなと

考えているところであります。 

 ちょっと答えになっているかどうか分か

りませんが、お答えさせていただきます。 

 以上でございます。 
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○議長（髙橋秀樹君） １０番。 

○１０番（進藤晴子君） ありがとうござ

いました。 

 最後になります。今回、この質問を当た

るに当たって、大変お忙しい中、働き方改

革を取り上げているにも関わらず、何時間

も私の話を聞いていただいた校長先生方に

感謝申し上げます。 

 以上で、質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、１０番

進藤晴子君の一般質問を終わります。 

 次に、４番矢野利惠子君。 

（４番矢野利惠子君 登壇） 

○４番（矢野利惠子君） 通告に従いまし

て、一般質問を行います。 

 町職員の住居手当のうち、自宅に関わる

手当を見直すことについて。 

 足寄町職員が自宅を持った場合、持家分

の住居手当が支給されています。その額

は、毎月１万６,０００円、年間では１９万

２,０００円にもなり、大多数の町民の理解

は得られていません。しかし、既得権を侵

害することも困難であると考えられること

から、次のように変えていくことはできな

いか、お聞きします。 

 １、現在、持家手当を支給されている職

員には、そのまま支給し、これから自宅を

持つ場合から制度を廃止する。 

 ２、廃止後は、持家手当を支給されてい

る職員には認められていない住環境・店舗

等整備補助金を町民と同じく交付し、２０

万円まではその半額、２０万円を超えた場

合は、超えた額の８分の１を基礎額の１０

万円に加算し、総額上限１５０万円とする

今の補助率と補助限度額をできる限り上げ

ていく。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 矢野議員の、町職

員の住居手当（持家分）を見直すことにつ

いての一般質問にお答えします。 

 町職員の住居につきましては、以前は本

町が職員住宅を建設して、職員の住居を確

保していましたが、定住を図ることを目的

として、新規の職員住宅整備を行わずに、

持家に対する住居手当を支給することで、

町内に住居を所有することを施策として推

進してきた経過があります。 

 現在は、主に次の理由に基づき、町内に

住居を所有している職員に対して、住居手

当、持家分を支給しております。 

 まず、１点目としては、職員の定住促進

と災害時における即応体制の確保の観点か

らです。 

 職員が町内に定住することで、自治会等

の地域活動に参画するなど、地域コミュニ

ティの維持につながるほか、緊急時には迅

速かつ効率的に対応することができるた

め、町民の安心安全の確保が可能となって

おります。 

 ２点目としては、人材確保の観点から

で、労働人口の減少や公務員の成り手不足

の中、福利厚生制度を整えることは必要不

可欠であると考えております。 

 本町は都市部と異なり、民間の賃貸物件

が限られており、定住促進や人材確保の観

点から、職員への住居手当、持家分の支給

の見直しについては、現状考えておりませ

んので、御理解賜りますようお願い申し上

げ、矢野議員の一般質問に対する答弁とさ

せていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君）  再質問を許しま

す。 

 ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） この持家手当に

ついては、平成２１年、２００９年に人事

院が、国家公務員に対して、自宅に関わる

住居手当は廃止に向けて検討するようにと

勧告している。国家公務員は、もう既に廃

止している。地方公務員も、国家公務員に

準じてそれに従っていくという方針を持っ

ていて、給料を値上げするときは、人事院

の勧告に従ってどんどん値上げしてきて、
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そして、これに対しては人事院の勧告が

あったにも関わらず、国家公務員もその勧

告に従って持家手当を廃止したにも関わら

ず、地方公務員は続けていると。それにつ

いては、今後どのように考えていくのか、

そこを聞きたい。値上げする都合のいいと

きだけ人事院の勧告だ、そして値下げとい

うか、そのときには勧告に従わない。これ

はちょっとまずいのではないか、そして、

その持家手当を出すという理由について

も、現在ではあまりそんなになっていない

のかなと。 

 持家手当をもらって住居を建ててここに

いる人も、その家を安く売って町外へ出て

いく職員も少なからずいると。それを考え

たら、今言われた持家手当を出さなければ

ならないという理由も成り立たないし、何

よりも、とりあえず国はやめなさいと言っ

ていることだから、国に反することを今後

も本当に続けていくのかどうかをお尋ねし

たいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 先ほども答弁をさ

せていただいた中でも触れてございますけ

れども、以前、矢野議員さんが、今の前に

議員さんをやられたときに、きっとその話

もずっとされていたのかなと思っておりま

す。そのときにお話させていただいている

内容で、今回の内容についてもほぼ同じ内

容なのかと思っておりますけれども、そう

いうことで、住居手当の持家分ということ

で支給をしてきております。 

 その支給の中身については、やはり国家

公務員としては、国家公務員ですので転勤

がありますから、それぞれ国家公務員の官

舎という住宅部分を用意をしてあったり、

それから、どうしても数が足りないときに

は住居手当の賃貸分の住居手当というのを

支給したりということで、住居を提供して

います。 

 この足寄町で見るとどうなのかというこ

とになりますと、先ほどもお話ししており

ますけれども、以前は職員住宅というのを

建てて、それを職員に貸してという形に

なっていますが、平成の確か初め頃だった

と思いますけれども、南６条の辺りに職員

住宅も建てたりだとかしていますけれど

も、それ以降、職員住宅としては整備をし

ないで、そういうことではなくて、持家手

当をそれぞれ支給しながら、それぞれの職

員に、住居については、自分達でそれぞれ

持家を持っていただいて、そこを使ってい

ただいてというような形で進めてきている

ということで、国家公務員ではそういう形

にはなっていますけれども、足寄町として

は、今のような住居手当を支給しながら、

持家をそれぞれ持っていただくという形に

しています。 

 その中で、定住促進にもなりますし、も

ちろん、退職した後、どうしても足寄町に

住むことができないだとかということで

引っ越される方ももちろんいらっしゃいま

すけれども、多くの方は、やはり持家を

持っているということで定住を選択すると

いう方も多くいらっしゃるのかなと思って

います。これがアパートだとかで借りてい

るとなると、もっと足寄町ではなくて違う

ところにという方も多くなるのではないか

とも思うところであります。 

 そんなこともあって、足寄町の施策とし

て持家手当を出すという、そういう形で今

までも進んできておりますので、引き続き

同じような形でやっていくという考え方で

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番。 

○４番（矢野利惠子君） 職員を定着させ

るためにということですけれども、それ

は、一般住民のほうがもっとそういう気持

ちを持って対応しなければならないのでは

ないかなと。 

 私は言われたのは、これでは一般町民に

は出ていけということなのかと。職員にだ

け持家手当、定住させるという理由でお金
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を出す。一般住民に出さないということ

は、一般住民には出ていけ、そういうこと

なのか、そのように言われたことがあっ

た。 

 足寄がとか、そういうのがだめな、持家

手当を廃止できない理由として、北海道新

聞にも書かれていたのですけれども、北海

道は職員労働組合の力が強く、市長も労組

との選挙協力を意識するため廃止が進まな

いと。これが一番の理由ではないか。いろ

いろな理由をつけるけれども、一番の理由

はここにあると思う。 

 私の個人の意見としては、組合というの

は労働者と資本家、相容れないものだから

こそ組合は必要だ。だけれども、公務員の

場合は、組合の長が足寄の長になっていく

ことが多い。そんな中で、自分達の要求を

自分達の思い通りにつくっていくことがで

きる。そこはちょっとまずいのではない

か。そこのところ、もうちょっと襟を正し

て、万人が見てというか、客観的に見て、

誰もが見て納得する、このやり方ならとい

う、それを町職員という、議員もそうかも

しれないけれども、襟を正していかなけれ

ばならないと思う。自分にとって都合のい

い制度をつくっていくのではなくて、町全

体のことを考えた、本当に町が発展するよ

うな、そういうような制度というのを頭に

入れてやっていかなければならない。 

 職員が、自分の立場だけを主張するので

はなくて、町民全体のことを考えて町政を

進めていくという、そういう観点に立っ

て、この持家手当も、今後考え直していく

ということはできないのか、お尋ねしま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） この制度が、町民

の人達に出ていけと言っているような制度

だというようなことは決してないと思って

おります。町民の皆さんにも、ぜひ足寄町

に定住をしていただいて、いつまでも足寄

町で、住み慣れた町で住んでいっていただ

きたいと思っているところであります。こ

の持家手当が町民に出ていけと言っている

ような制度だということには、私は思って

は全然いません。 

 町民の皆さんには町民の皆さんのため

の、議員さんもおっしゃられていました

が、定住促進のための住環境整備の補助金

をつくっていまして、それは議会の中でも

いろいろな御意見をいただきながら、そし

て使いやすいようにというようなことで、

基本的には、低額のちょっとした改修から

大きな改修まで含めて活用ができるような

制度ということで、制度設計をしながら制

度をつくってきたという経過があります。 

 併せて、その中身を少しずつ変えなが

ら、使いやすいように、例えば、解体だと

かそういったことにも使えますだとかとい

うようなことで、少しずつ中身も変えなが

ら制度をつくってきておりまして、決して

住民の皆さんに対して、定住のための、定

住に少しでも資するような、そういったこ

とでの支援というのもしていると、私ども

としてはやっていますということで考えて

おります。 

 先ほども言いましたように、住宅、職員

に対する住居手当、持家分については、先

ほども言いましたように、主に二つの理由

というようなことでお話をさせていただい

ておりますけれども、そういう観点で今ま

でも支給をしてきていますし、今後も支給

をしていこうという具合に考えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番。 

○４番（矢野利惠子君） どうしても職員

の持家手当は考え直さないということなの

で、それならそれで、そうしたら、町民に

対する住環境補助金があるのですけれど

も、それはここに書いてある、２０万まで

はその半額、上限１５０万円ぐらいしか使

えない。職員の場合だと、もし３０歳で家

を建てたとしたら、その持家手当は６０歳
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の定年退職まで５７６万円入ることにな

る。町民の１５０万と比べたら、かなり差

がある。ここのところを、補助率と、町民

に対する補助率、補助額を、もうちょっと

上げていくということを検討してもらえな

いか、お聞きします。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） その件について、

今年の３月の定例会のときの予算委員会の

中でも矢野議員さんからお話がございまし

た。 

 そのときに総務課長のほうから、内容、

ゼロカーボンに向けてだとか、断熱効果を

高くするだとか、そういった制度の改正だ

とか、そういったものに併せながら、また

検討していくというようなこともお話させ

ていただいておりますけれども、基本的に

は今までも、先ほども言いましたように、

いろいろな形で少しずつ手直しをしている

ところもございます。 

 ただ、現状として、上限については今の

ところ変える予定はございませんけれど

も、ただ、今後も、先ほど総務課長が言っ

たように、ゼロカーボンシティだとかそう

いうことなんかも含めて、いろいろな形

で、住環境の中身を充実させていくよう

な、そういった中身を少しずつ検討してい

かなければならないのかなと思っていると

ころでありまして、現状の中で、今、上限

額をどうするとかというようなところはま

だ検討はしておりませんし、今段階では、

この１５０万円ということでやっていこう

と考えているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番。 

○４番（矢野利惠子君） どうしても持家

手当、公務員のほうを優遇して、町民は１

５０万止まりというところは、まだ今のと

ころは、それを変えることは考えていない

と。ただ、本当に今後どうなのかというこ

とを考えていってほしい。 

 やらないというものを、やってくれと

ぎゃあぎゃあ言っても仕様がないので、こ

こでやめるしかないのだけれども、ただ私

としては、組合とかというのではなくて、

本当に町長以下全員の入る互助会みたいな

のをつくって、これはちょっと町民に理解

されないのではないかと、うちらばかりが

いい思いをしていると思われてしまうので

はないか、そういうようなことをざっくば

らんに話して、みんなが、町民が納得する

ような、そういう制度改革に向けてやって

いってほしいと考えるというか、そう希望

するだけです。よろしくお願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 中身が、職員の手

当という部分と、定住促進、住環境の整備

という、その補助金ということで、中身が

違いますので、これを一律に同じ考え方で

話しするというのはなかなか難しいかとい

うふうにも、多分３月のときにもそんな話

したかもしれませんけれども、そう思って

います。 

 ですから、住環境は住環境の補助金であ

り、手当は手当ということで、またさら

に、これが確定ということでは、何でもそ

うですけれども、どんな制度でもそうです

けれども、これが確定で、永遠に変わらな

いということではないのかなと思っていま

すが、そういう状況を見ながら、検討して

いくところは検討していかなければならな

いかなと考えております。 

 ただ、現状でいくと、矢野議員さんから

おっしゃられたような中身で、急激に変え

ていくだとかというようなところは考えて

いないというところでございますので、御

理解いただければと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番。 

○４番（矢野利惠子君） 同じ定住促進で

すから、町民に対する１５０万上限のやつ

も、１０年間足寄に住んでいなければなら

ないという、あるのです、１０年以上。も

ちろん１０年以下で足寄を出ていった人に
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は、その住環境補助金を返してもらうよう

にやっていると。だから、別な話ではな

い。言いましたけれども、同じですから、

職員定住、町民定住、同じ定住のことにつ

いてのお金の使い方ですので、そこをきち

んと正確に把握して、物事を進めていって

もらいたいと思います。 

 それでは、もう変えないと言うのだか

ら、もうこれ以上言っても無駄なので、何

とか本当に襟を正した、みんなが納得する

ような、そういう町政をやっていってほし

いと、それを願うばかりです。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 何回言っても同じ

ということで言われましたけれども、やは

り、中身は、本当職員の手当という部分

と、それから住民に対する支援といった部

分ということで、中に書いてある定住だと

かといった部分は確かに同じ部分はあるか

もしれませんが、そこはきちんと、制度は

制度としてありますし、補助事業は補助事

業でありますしということで、そういう切

り分けで考えていかなければならない問題

なのかなと思っております。 

 私どもとして、襟を正してだとかという

ことで言われましたけれども、決してその

ことが間違っているという、襟を正すって

何となく間違っていることを正すみたいな

ような意味合いになるわけですけれども、

決してそうは考えておりませんので、その

辺りも含めて、御理解いただければと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、４番、

矢野利惠子君の一般質問を終わります。 

 次に、８番細川勉君の一般質問を行いま

す。 

 ８番細川勉君。 

（８番細川 勉君 登壇） 

○８番（細川 勉君） 議長のお許しを得

ましたので、通告書に従い一般質問をさせ

ていただきます。 

 質問事項。 

 介護・医療人材の確保・維持について。 

 本町では、本年３月に、介護療養型老人

保健施設あづまの里が、人材不足により、

負担増が原因で廃止となった。医療、介

護、福祉の充実は住民サービスの最重要事

項であることから、行政側も単なる聞き取

り、情報共有だけではなく、人材の確保、

維持、離職防止に関して、積極的、主体的

に対策を講じる段階にきているのではない

かと思われることから、今後の医療・介護

人材対策に関して伺う。 

 （１）介護労働安定センターによる令和

４年度介護労働実態調査によると、介護職

の４２.９％が５０歳以上との結果となって

いる。本町の場合は詳細なデータがなかっ

たが、もし本町も同様と仮定した場合、団

塊ジュニア世代が後期高齢者になる令和２

２年には、現在５０歳の介護職の人は６６

歳以上となり、体力的な理由などで退職

し、介護士が不足すると思われることか

ら、介護事業所の状況をヒアリングするだ

けではなく、町が主体的に介護職人材の確

保、採用の対策を主導し、求人広告会社や

人材紹介会社に依頼する等の積極的な行動

は取れないか。 

 （２）介護人材の離職対策も人材維持の

投資と捉えて、町が主体的に行う時期にき

ていると思われるが、町は介護人材の離職

の原因がどのようなものであるか把握して

いるのか、また、その要因の抑制に対する

町の方針や対策はあるか。 

 （３）介護人材不足の対策として、ＩＣ

Ｔ化、ＤＸ化、介護ロボットの導入を厚生

労働省も推奨しているが、本町の現状は。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君）  細川議員の、介

護・医療人材の確保・維持についての一般

質問にお答えします。 

 １点目の、町が介護職人材の確保、採用

の対策について主導し、求人広告会社や人

材紹介会社に依頼する等の積極的な行動は
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取れないかについてですが、本町におきま

しては、介護人材の確保と定着を図るた

め、平成２９年度より、足寄町介護従事者

就業支援等補助金交付要綱を制定し、一定

の条件に基づき、町内の介護事業所等へ就

職した場合において、就業支援補助金とし

て、就職支度金及び継続して就業した場合

の就業支援金を交付しているほか、住宅準

備支援補助金、支度準備補助金を交付し、

本年５月末までに６６名が本制度を活用

し、就業しています。 

 また、令和元年度からは、町内の介護事

業所が連携し、人材の確保や育成、離職防

止を図る事業を実施するために、足寄町介

護事業所連絡協議会を設立し、町内事業所

職員による情報交換の場の提供や新聞折込

等による求人募集を行っており、令和５年

度においては、外国人人材の雇用をしてい

る先進事例についての研修会を開催してい

るところです。 

 さらに、介護人材の育成としましては、

主として、足寄高校の生徒を対象に、介護

職員初任者研修を隔年で開催しているほ

か、毎年、高齢者等複合施設においてイン

ターンシップの受入れを行うなど、足寄高

校生が介護に対し興味と理解を持ってもら

えるような取組をしており、過去３年間に

おいては、足寄高校から足寄町社会福祉協

議会に、毎年３名が介護職として就職して

いる状況です。 

 また、足寄町介護福祉士修学資金貸付条

例に基づき、足寄高校を卒業し介護福祉士

養成施設へ入学する者に対し、修学資金の

貸付を行い、介護福祉士取得後、町内の介

護事業所に一定期間従事した場合、貸付金

の償還を免除することにより、介護福祉士

の確保と定着を図っています。 

 求人広告会社や人材紹介会社への依頼に

つきましては、現状としては、必要に応じ

各事業所においてハローワークへの求人申

込みや、人材紹介会社による職員採用を

行っており、ハローワークの情報につきま

しては、足寄町、本別町、陸別町の３町で

開催する、とかち東北部移住サポートセン

ターのホームページに掲載しており、本町

のホームページからも閲覧することが可能

となっていることから、現段階では町とし

て依頼することは考えておりません。 

 ２点目の、介護人材の離職の要因の把握

と抑制対策についてですが、離職の要因と

しましては、身体的事由、家族の転勤や介

護等の家庭の事情、キャリアアップのため

の転職が主な要因であると聞いており、そ

の要因の抑制を町が行うことは難しいと考

えております。 

 なお、本町における対策としましては、

平成２９年度に、足寄町介護福祉士実務者

研修受講料等補助金交付要綱を制定し、介

護福祉士の資格取得に係る費用の一部を補

助することで、町内の介護事業所等に勤務

する従業者のキャリアアップを支援してい

ます。 

 ３点目の、介護人材不足の対策として、

本町におけるＩＣＴ化、ＤＸ化、介護ロ

ボットの導入の現状についてですが、町内

の一部の介護事業所においては、タブレッ

トを用いた支援記録の作成を行い、職員間

の情報共有や業務の効率化を図っていま

す。 

 また、本年度より着手する特別養護老人

ホームの建設に際し、入所者へのサービス

の向上と職員の負担軽減を図るため、ＩＣ

Ｔの導入を予定しています。 

 本町における６５歳以上の人口のピーク

は過ぎましたが、８５歳以上の高齢者人口

は令和１７年まで増える見込みであるた

め、今後、さらに介護、医療人材の確保が

重要となってまいりますが、地域で高齢者

を支える仕組みも必要であると考えており

ますことから、関係機関と連携し、安心し

て暮らせるまちづくりに努めてまいります

ので、御理解賜りますようお願い申し上

げ、細川議員の一般質問に対する答弁とさ

せていただきます。 
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○議長（髙橋秀樹君） ここで、暫時休憩

をいたします。 

 ２時５分まで休憩といたします。 

午後 １時５１分 休憩 

午後 ２時０５分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 ８番細川勉君の再質問を許します。 

 ８番細川勉君。 

○８番（細川 勉君）  まず（１）番か

ら、広告で依頼することは考えていないと

のことでしたが、現在、足りているという

状態ですか、介護士。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） 現在、介護事

業所等において、介護福祉士について、人

員基準等に絡む人数については、確保でき

ているとお聞きしております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番細川勉君。 

○８番（細川 勉君）  老健が廃止され

て、そこから人が流れて、足りているとい

うような状況が起きているのですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） 人員基準につ

いては、従前からクリアするだけの人員を

確保しておりまして、今回、老健あづまさ

んから転職をされて、就職されている方は

何名かいらっしゃいますけれども、その方

が就職して、初めて人員基準をクリアした

とはお伺いしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番。 

○８番（細川 勉君） 足寄町で推進して

いる地域包括ケアシステムですか、その中

核として老健があると思うのですけれど

も、その老健が今なくなって、その機能

は、また何か地域包括ケアシステムのため

に補うとか、つくるとかという予定はある

のですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 地域包括ケアシス

テムという、そういうシステムもあります

し、町として、今まで医療と介護・保健・

福祉連携システムというシステムもありま

したけれども、その中の一つのいろいろ

な、特養があったりだとか、むすびれっじ

があったりだとか、もちろん医療とと言っ

てるわけですから国保病院だとか、病院が

まずは中核になってということなのですけ

れども、その中の一つとして老健もあった

ということであります。 

 そこだけが中核になってということでは

なくて、そういう足寄町にある資源をいか

に連携して使っていくのか、そういう形の

中で、足寄町の高齢者の方達が、何か施設

に入ったり、例えば施設に入らなくてはな

らないとかあったりだとかというときに、

そういう形で使っていくことができる。で

きれば、また在宅に戻れるのであれば在宅

に戻ったりだとかということで、足寄町

に、住み慣れた町でずっと住み続けるとい

う、そういうことができるようなシステム

をということでやってきています。 

 老健が３月でなくなりましたけれども、

その後どうするのかといった部分でありま

すけれども、いかに老健に入らなければな

らないような方達が出てきたときに、では

そういう施設をきちんと探すことができる

かどうかというところになるのかなと思っ

ています。そういった相談業務ですとか、

そういったものをきちんとやっていかなけ

ればならないのかなと思っているところで

あります。 

 施設については、例えばほかの町にも、

本別ですとか、上士幌ですとか、帯広です

とか、いろいろなところにそういう施設が

ありますので、老健だとかというそういう

施設に入らなければならないということに

なったときに、いかにそういう施設につな

いでいけるかという取組をきちんとしてい

かなければならないのかなと思っていま

す。 
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 町内にそういう老健の施設をさらにまた

新しく作るだとかというような考え方は、

今のところございません。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番。 

○８番（細川 勉君） 分かりました。 

 老健、僕のイメージでは、骨折とかで怪

我をして、骨折が原因で寝たきりとか介護

とか、そうならないために老健で短期的

に、集中的に、何か人員基準で、お医者さ

んの数とか療法士とかの数もある施設なの

で、そういう施設がなかったらだめなのか

なと思っていたのですけれども、答えとし

ては、ほかの地域に回すというか、頼ると

いうことでよろしかったですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 例えば、骨折した

とかということだと、当然それは、病院に

まずは行かなければならないということに

なりますよね。病院に行って、まず骨折治

すと。だけど、骨折治ったからって、すぐ

家帰って生活できるかというとそうではな

くて、ある程度のリハビリみたいなのをし

なければならないというところで、リハビ

リをするそういう施設ですとか、それから

例えば、医療的な措置が必要ですよという

ことが継続してあるということになれば老

健みたいな施設だとかということで、それ

ぞれの機能というのがありますので、それ

ぞれの機能に合った、そういうところにい

かに入所できるかというか、そういったと

ころにつないでいくかというのが大事なの

かなと思っています。 

 ですから足寄の場合、老健がなくなりま

したので、医療行為が常に必要という方達

というのは、例えば病院だとかでも入っ

て、そんなに介護度が高くなくて、介護に

そんなになければ、それは病院だとかでも

もしかしたらいけるのかもしれないです

し、医療のほうがそんなに必要ないとなる

と、例えば特養だとかという施設もあるの

かもしれないし、介護度だとかいろいろあ

りますけれども、その人その人のそのとき

の状況に応じて、どういう施設がいいのか

というのを相談に乗りながら、きちんとそ

ういう施設につないでいける、そういうこ

とが大事なのかなと思っているところであ

ります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番。 

○８番（細川 勉君） 分かりました。 

 １番は終わりで、次に（２）番で、離職

の原因です。 

 以前、所管事務調査、文教の所管事務調

査でもキャリアアップというふうに、理由

は聞いていたのですけれども、キャリア

アップですと町の施策はない、抑制が難し

いということなのですけれども、例えば、

キャリアアップの場合は研修や教育プログ

ラムの講習会みたいなのを支援したり、講

習会に参加したらポイント。その介護施設

によっては１００回帳みたいな、１００回

帳というのは、ある特定な、例えば、介護

士の職員の仲間が急に休んだりして、代わ

りに出るとなったら１個ポイントを押すと

か、講習会とか教育プログラムに出ると１

個押すとか、それが１００回たまったら、

その施設によって、民間の施設でもあるの

ですけれども、５万円とか、そういう取組

とかもあるので、そういうような支援とか

というのはできないものですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） キャリアアップの

お話であれば、例えば、先ほどの答弁の中

でもお話させていただきましたけれども、

足寄高校から社会福祉協議会に介護職とし

て就職をしています。その方達が、皆さん

が初任者研修だとかそういうものを受けて

いるかどうか、そこは分からないのですけ

れども、ただ、仕事をしながら勉強して、

介護福祉士の資格を取ったりだとかという

ことがされています。 

 今年も、高校卒業されて３年間くらい経

験が必要なのですけれども、その後試験を
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受けて、介護福祉士の資格を取ったという

方が、確か３人か４人くらい今年もいらっ

しゃったと聞いています。 

 ですから、むすびれっじなどで働きなが

ら、次にキャリアアップするというか、そ

れまではそういう資格を持っていなかった

のだけれども、仕事しながら勉強して資格

を取ったというようなことも聞いています

ので、事業所の中でそういう取組も、多

分、一人でやるのは大変なので、例えば何

人かで一緒に勉強したりだとか、そんなこ

ともされているのかなと思っているところ

でありまして、そういう形でキャリアアッ

プを図っているだとかということは、足寄

町でもあるのかなと思っているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番。 

○８番（細川 勉君） 分かりました。２

番は終わりで、次、３番です。 

 町のＩＣＴ化、介護人材、介護のＩＣＴ

化、ＤＸ化、ロボット化の件ですけれど

も、具体的にタブレットを用いた支援記

録、これ科学的介護とか、そういう話です

か。 

 では質問を変えて、タブレットを使った

ＩＣＴ化というのは、具体的にどういうよ

うなものですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） タブレットを使っ

てといったところでいきますと、それぞれ

入所されている方達の、その日その日の状

況ですとか、どういうことがあってどう対

応しただとか、そういったものをそれぞれ

タブレットの中に記録をするということに

して、そのタブレットで記録されたこと

が、ほかの職員の方達にも共有されるとい

う形になって、その人だけが、例えば、紙

で書いただけでいくと、その人だけが見て

分かるというところを、職員の皆さんがみ

んなで分かるようになるというような形で

タブレットを使用しているというところが

されているというところです。 

 ＩＣＴ化と言うかどうか分からないです

けれども、トランシーバーだとかそういっ

たもので、何かあったときに、すぐにほか

の職員の方に連絡が取れたりだとか、そう

いう取組、まだ、多分始まったばかりだと

思いますので、これからいろいろな形で、

いろいろなそういうＩＣＴの技術というの

も発達していくのでしょうから、そういっ

たものがだんだん広まってくるのかなと

思っています。 

 やはり、介護の職場もマンパワーが一番

大きいところでありますので、やはり人

が、ある程度の人間がいなければならな

い。定数だとかいろいろ決まっていますけ

れども、多くいるに越したことはないとい

うことは確かにあるのかもしれません。 

 なかなか、今後、そういう人材を、先ほ

どお話しさせていただきましたけれども、

介護福祉士の資格をきちんと取っただとか

という方達もいらっしゃいますけれども、

全体としては不足していく可能性がある

と。そうすると、そういうＩＣＴだとかＤ

Ｘだとか、いろいろな技術を使いながら、

人材が不足している部分、マンパワーだけ

れども、そこの部分で埋めていくことが何

かできることがないのかというようなとこ

ろを、今後では取り組んでいかなければな

らない課題にはなってくるのかなと思って

いますし、いろいろなところの、進んでい

る施設なんかもあると思いますので、いろ

いろな情報を集めて、足寄町で一番活用で

きるというか、うまく活用できるようなも

のがあれば、そういったものも活用してい

くような取組が、今後、必要になってくる

かなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番。 

○８番（細川 勉君） 今、マイクの話が

出たからお話しするのですけれども、人員

配置基準、これを下回ると人員基準欠如減

算という制度が適用されて、介護報酬、最



― 36 ― 

大３０％減額されるとなっているのですけ

れども、これを緩和する処置として、例え

ば、老建の施設の場合には、見守りセン

サーと、夜間、職員全員がインカムをつけ

れば、１日当たりの配置人数が、２人以上

が１.６人以上で済むようになる。こういう

ふうに緩和されているので、そういう面で

もインカム、こういうＩＣＴ化とかＤＸ化

が必要ではないかというのと、例えば、排

尿の予測機器、これ介護保険適用という

か、介護のあれにもう指定されているとい

うことになっているのですけれども、排尿

が予測できるので、この排尿予測機器を

使ったら、職員がおむつを確認して回るら

しいのですよね、漏れていないかとか。そ

ういう作業もいらなくなるし、減らせる

し、おむつの交換とかも少なくなるので、

こういうふうな機器とかは、導入の予定は

ありますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君）  特養などでは、

ベッドから降りたときに、降りたというの

が分かるだとか、そういうようなセンサー

だとか、センサーというのか、敷いてある

ところでそこに降りると、体重だとかそう

いったものできっと分かるのだろうと思う

のですけれども、そういうものですとか、

いろいろな取組、今やれる取組については

やっています。 

 今後についても、先ほど申し上げました

ように、細川議員さんもいろいろと勉強さ

れていて、いろいろなこと、こんなことあ

るよと今お話いただきましたけれども、そ

ういったものも含めて、今後、取り組める

ものがあるかどうか、施設の中でそういう

取組が必要なものなのかどうかといったと

ころも検討しながら、必要なものについて

は整備をしていくということになるのかな

と考えておりますので、今後いろいろな機

械というか装置というか、そういったもの

が出てくる、今までよりも、もっともっと

いいものが今後出てくると思いますので、

そういったものを、足寄町で取り組めるも

のについては取り組んでいくようになるの

かなと考えているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番。 

○８番（細川 勉君） 分かりました。 

 とりあえず、介護の質問はこれで最後な

のですけれども、一応この質問をした目的

というのが、介護士の数が、２０４０年が

一番不足のピークになるので、先ほど最初

のほうにも言ったのですけれども、介護士

の年齢も高齢化というか、５０歳以上が４

２.９％、最初の質問にも書いているのです

けれども、令和２２年には年になってい

る、５０歳以上の一番若い世代でも、もう

６６歳以上になっているので、それで介護

士が不足したら、また人員配置基準が下回

るという恐れもあるので、それを防ぐ受け

皿としても、介護のＩＣＴ化とかＤＸ化が

必要なのではないかと思って、質問をさせ

ていただきました。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） 続けて、次の質問

にいって構いません。 

○８番（細川 勉君） 鹿による農業被害

に関する対策について。 

 令和２年と３年の定例会においても、エ

ゾシカの被害と対策に関する一般質問が

あったが、町としては、鹿柵の対応は、足

寄農協内にある鹿柵管理運営協議会と西部

地区の鹿柵管理運営協議会が適切に柵の管

理運営をしており、ハンターへの駆除に対

する報償費は他町村と比べても妥当との回

答で、被害額も１億円台から９,０００万円

台にまで減少した状態で推移し、駆除数も

１,４００頭台以上を保っている。 

 このように、数字上は対策されている

が、一方で農業従事者にとって被害は続い

ており、成果は実感できず、問題が解決で

きていないとの意見がある。 

 一次産業である農業の後継者がいなくな

り、衰退すれば、その農産物を運ぶ町内の
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三次産業や農産物を購入して商売に利用す

る二次産業にも影響が出てくることが想定

され、そのような未来にならぬよう、エゾ

シカの被害から農家を守るために、以下に

ついて伺う。 

 （１）町がエゾシカの対策として成果を

出していると評価している、または参考と

している自治体、または組合はあるか。 

 （２）町が今後主導して、エゾシカの生

息状況や通り道などの調査をする予定はあ

るか。 

 （３）町の対策として、鹿の総数を減ら

すための駆除、捕獲の具体的方法、鹿の農

地への侵入を減らす具体的方法、鹿の生存

確率を下げるための具体的な方法はある

か。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 細川議員の、鹿に

よる農業被害に関する対策についての一般

質問にお答えいたします。 

 １点目の、町がエゾシカの対策として成

果を出していると評価している、または参

考としている自治体、または組合はあるか

についてですが、本町では、以前よりエゾ

シカによる農業被害に苦しんでいたことか

ら、足寄町農業協同組合をはじめ関係者の

御理解のもと、国の各種補助事業を活用し

て、平成８年度からエゾシカ侵入防止柵の

整備を行い、平成２４年度までに町内一円

となる総延長６２６キロメートルを整備す

るなど、エゾシカによる被害防止対策を

行ってきました。 

 また、町が委嘱する鳥獣被害対策実施隊

による捕獲も行っており、本町のこれまで

の対策には一定の成果があったものと認識

しております。 

 現在、有害鳥獣対策として、具体的に参

考にしている自治体等はありませんが、道

内においてエゾシカ生息数が増加している

こと、本町における農業被害額も増え続け

ていることから、本町でも導入可能な対策

事例や技術について、情報収集を今後も進

めてまいります。 

 次に２点目の、町が今後主導してエゾシ

カの生息状況や通り道などの調査をする予

定はあるかについてですが、現在、町独自

で生息数等の調査を行っていません。本町

は、広大な行政面積を有し、全町での生息

数調査は現実的には不可能と考えていま

す。 

 ３点目の、町の対策として鹿の総数を減

らすための駆除、捕獲の具体的方法、鹿の

農地への進入を減らす具体的方法、鹿の生

存率を下げる具体的な方策はあるかについ

てですが、本町では、平成２０年に施行さ

れた、鳥獣による農林水産業等に係る被害

の防止のための特別措置に関する法律に基

づき、足寄町鳥獣被害防止計画を作成し、

計画的に有害鳥獣の捕獲を行っています。 

 農業被害が最も多いエゾシカは、令和５

年度から捕獲計画頭数を２,５００頭に増頭

し、有害鳥獣駆除期間中、鳥獣被害対策実

施隊が銃器や箱わな、くくりわなによって

捕獲に当たっています。 

 多くのエゾシカは、夜間に畑や牧野に出

没し、農作物に被害を与えますが、夜間は

銃器使用ができないため、日中、鳥獣被害

対策実施隊員が、被害を発生させる個体を

発見して捕獲しているのが現状です。 

 次に、農地への侵入を減らす方法です

が、エゾシカ侵入防止柵については、設置

から年数が経過しており、破損した箇所か

らエゾシカの侵入を許している可能性も高

いことから、管理する町内の二つの協議会

とも連携し、維持管理の徹底を図ります。 

 また、侵入防止に有効である電気牧柵の

設置なども進めていく必要がありますが、

現在の国の制度では、新規と再編整備に関

する補助があるものの、補助対象が限定さ

れており、決して十分な制度とは言えない

ため、補助制度の充実について、国への要

望を継続して行ってまいります。 

 エゾシカの生存率を下げる方策につきま

しては、エゾシカは繁殖能力が高いため、
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雌の個体を重点的に駆除することで、個体

数の効率的な削減につなげることが可能と

考えられています。 

 また、町の森林の多くを占める国有林内

や、鳥獣保護区の九州大学北海道演習林内

でもエゾシカの数が増え、森林等への被害

も報告されていることから、関係機関と連

携し、必要に応じて捕獲を行うことも有効

だと考えています。 

 エゾシカを中心とした有害鳥獣対策は、

農林業を基幹産業とする本町にとって非常

に重要な課題であるため、今後も情報収集

を行い、有効な対策を検討してまいります

ので、御理解賜りますようお願い申し上

げ、細川議員の一般質問に対する答弁とさ

せていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番。 

○８番（細川 勉君） （１）番の再質問

です。 

 鹿対策に対して、特に参考としている自

治体、事例とかはないということですが、

今の状況で十分満足という考えで大丈夫で

すか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 満足しているかど

うかという話になりますと、満足している

ということにはならないと思います。とい

うのは、被害額も１億円ぐらいになるとい

う額が出ていますから、当然のことながら

これだけでは済まないわけでありますけど

も、もっともっと対策を本来はやらなけれ

ばならないところでありますが、なかなか

有効な手立てというか、先ほども答弁させ

ていただきましたけれども、鹿の侵入防止

柵を張ったりだとか、それから有害駆除だ

とか、そういう取組をしていますけれど

も、そのほかに有効な手立てというのがな

かなか見つかっていないというような状況

なのかなと考えておりますので、満足はし

ておりませんけれども、現状の対策をさら

に強めていく、そういったことが必要なの

かなと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番。 

○８番（細川 勉君） 現状の対策として

は、鳥獣被害対策実施隊が、銃器や箱わ

な、この方策で駆除、鹿の被害を防止して

いくという策とのことですけれども、ＵＨ

Ｂのテレビでやっていたのですけれども、

北海道猟友会によると、２０２３年時点で

ハンターの登録者の半数が６０歳以上と

なっていて、今後ハンターが増えていくと

いう状況がなかったら、今抑えられていて

も、ハンターが少なくなったら、将来被害

が増えるのではないかと思うのですよね。

今はハンターがいるから捕ってくれて、被

害も今の状況ですけれども、ハンターが少

なかったら被害も増えていくと思うので

す。将来に向かって、例えば農業従事者の

場合は、今の子供世代、それが大人になっ

た時代には、もっと農業被害が出る状態

で、農業経営しなければいけなくなるので

はないかと思うのですけれども、そういう

状況で、今の状況、ハンター頼みだけで大

丈夫なのでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 佐々木経済課長、

答弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） 今の、ハン

ターさんのお話になりましたけれども、現

在、北海道猟友会足寄支部には、会員４９

名いらっしゃいます。その平均年齢は５８

歳と、細川議員おっしゃった通り、６０歳

を超えるということもあろうかと思いま

す。最高齢でいくと８６歳の方がまだ会員

であったり、最年少の方だったら３２歳と

いうことであります。 

 先ほど町長からもお話ありましたよう

に、現状が素晴らしく進んでいるかという

ことでいくとそうではなくて、何とか現状

確保を維持しているというような状況なの

だろうと。ただし、農業被害はどんどん増

えているというのも現実です。 

 なかなか有効な策はありませんけれど

も、猟友会の皆さん含めて、あるいは農協
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さん、農業関係者の皆さん含めて、どうい

う方策を取っていくのがいいのか、また情

報交換しながら進めていかなければならな

いと考えてございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番。 

○８番（細川 勉君）  ちょっと事例を

持ってきたので、鳥獣害被害対策を、参考

になればと思って持ってきたので、島根県

の美郷町という自治体がありまして、この

自治体は、美郷バレー課という、役所の中

に課があって、鳥獣被害対策や捕獲した鹿

やイノシシの活用対策を含めた鳥獣害対策

を強く特化することで、鳥獣害対策と住民

の取組に関しては、島根県美郷町に行けば

新しい技術や情報が入り人脈も広がるとい

う思いから、日本をリードする鳥獣害対策

版シリコンバレーという意味から、美郷バ

レーという課を名前つけてつくった。 

 今後、ハンターが減っていくので、何ら

かの、町で鳥獣害被害対策の専門の課みた

いなのはできないのでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 美郷町での、具体

的にはどんなことをやって、何とかバレー

という、そういうものをやってると言った

ところが僕としては聞きたいところでは

あったのですけれども、現状として、具体

的に、ではどんなことをやって有害駆除、

鳥獣の被害を減らしていくのかといったと

ころがやはり一番大事なところなのかなと

思っています。 

 現状、足寄町も、職員もそんなに多くい

るわけではなく、その中で、新たにそれだ

けのための課というのは、なかなか難しい

かなと考えております。 

 北海道なんかでも、エゾシカ対策課だっ

たかな、北海道なんかはそういう部署をき

ちんとつくってやっていますけれども、な

かなか小さい町で、ただそれだけでという

のは難しいと考えているところでありま

す。 

 もっといろいろな取組、例えば、今の有

害駆除だけではなくて、こんな取組もあ

る、あんな取組もあるということで、もっ

ともっと違う取組をしていかなければなら

ないとなったときに、そういう担当をつく

るということも、それはそのときにはある

かなと思いますけれども、現状では、今つ

くるという考え方はございません。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） はい、８番。 

○８番（細川 勉君） 分かりました。 

 １番の質問は終わりで、２番です。 

 生息状況の把握の質問です。 

 地域が広いということで、生息数の調査

を行ってはいないとのことだったのですけ

れども、鳥獣による農林水産業等に係る被

害の防止のための特別措置に関する法律に

より、市町村は鳥獣の生息地の把握やモニ

タリングを行うことはしなければいけない

とかという義務はないのですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 佐々木経済課長、

答弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） 鳥獣被害防

止特措法の条文に関することだと思いま

す。 

 この法律の第１３条で、被害の状況、鳥

獣の生息状況等の調査について想定されて

いますが、同条１項に、農林水産業等に係

る被害に係る鳥獣の生息の状況及び生息環

境、その他鳥獣による農業水産業等に係る

被害の防止に関し、必要な事項について調

査を行うものとすると規定されておりま

す。義務であれば、調査を行わなければな

らないという規定になると思いますけれど

も、調査を行うものとすると規定されてい

ることから、努力義務と解釈をしておりま

す。 

 実際に、本町の鳥獣被害防止計画策定に

当たっても、調査を行っておりません。ほ

かの市町村計画でも、調査を行ってそれを

基にという計画は、現実できないのだと考

えてございます。 

 生息数を調べるだけで経費もかかります
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し、生息数を確実に押さえることは、かな

り厳しいのではないかと考えてございま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番。 

○８番（細川 勉君） 義務化ではないと

のことでしたが、生息状況を把握、ほかの

自治体でも、生息状況を把握することでハ

ンターとかとの情報共有とか、わなを仕掛

ける場所とか、ふさわしい場所とかも把握

できるという、これはドローンを使った場

合の調査なのですけれども、そういう効果

もあるのですけれども、今後はそういう目

的で、防止というか、鹿の捕獲の目的で生

息状況を把握するということは、これから

もしないということですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁 

○町長（渡辺俊一君） 今までも、エゾシ

カの生息数だとかというのは把握はしたこ

とがございません。 

 北海道だとかで、ライトセンサスといっ

て、夜間にライトをつけて、一定の定点観

測ですけれども、そこでライトをつけて、

鹿の目が光るので、その数を数えて、毎年

同じ場所でこうやってやっていて、どのく

らいの頭数がいるだとか、去年と今年、毎

年そこのところでどのくらいの頭数がいる

だとか、そういうことで、全体の頭数とし

て増えている減っているだとかというよう

な、そういうことは今も何かやっている、

僕もずっと昔の話なので、やっていました

ので、そういうことをやっています。 

 北海道では、生息数として、令和４年で

すけれども、７２万頭という頭数を推定を

しています。東部で３２万頭、北部で１９

万頭、中部で、中部地区で２１万頭ですと

かということで、北海道でも一定程度そう

いう調査をしながら、大体の頭数を想定し

ているというところで、ただ、動き回る生

き物ですから、犬みたいに、きちんと毎年

検査してだとか、注射してだとかというよ

うなことで、頭数がきちんと把握できると

いうことではないので、頭数をきちんと生

息数を把握するというのは困難だと思って

いますし、仮にやったにしても、動き回る

鹿を、今日見た鹿と、明日見た鹿と、違う

鹿かと言われるとそうではないかもしれな

いわけですから、ちょっとそこはなかなか

難しいのかなと思っていますので、多分、

推定はできるけれども、きちんと把握する

というのは難しいかと思っています。 

 それに係る経費も、先ほどの話もありま

したけど、経費だとか人だとか、そういっ

たものも含めて、なかなか難しいのかなと

思っておりまして、北海道でそういう想定

を出していますので、それでいくと、令和

３年から比較すると、令和３年では全体で

６９万頭ですから、令和４年では７２万頭

ということで、３万頭ぐらい増えていると

いうことになりますので、全体としてやは

り増えている状況があるのかなというとこ

ろであります。足寄に何頭いるか分かりま

せんけれども、足寄もきっともっと増えて

いるのだろうなと想定するところでありま

す。 

 そういうことで、多分、鹿も獣道という

か、そういったいつも通るような道って決

まってはいるのだと思うのですけれども、

そこをきちんと把握できるかというと、こ

れまた、ずっと町内全体を観測して、観測

というか見回って、そういった獣道がここ

だよだとかというのを把握するのはなかな

か難しいのかなと思っておりますので、全

体として、そういった部分は、町としては

できないなと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番。 

○８番（細川 勉君） 分かりました。 

 先ほども言ったのですけれども、生息状

況の質問はこれで終わるのですけれども、

先ほども言っているのですけれども、要す

るにハンターの人数が減って、経験のある

ハンターの数も、総数が減っていくと思う

のです。そうしたら、捕りに行くのが難し

いとなったら、やはりＩＣＴとかの機械を
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使って、ドローンの場合上空から見られる

ので、テレビで何か見たのですけれども、

ハンター何十人か入って、鹿２頭ぐらいし

か捕れなかったのですけれども、ここの何

がよかったかというと、そこの山には鹿が

いないと、ドローンを上げて分かったから

止められたのです、捕獲を。そういうこと

もできるので、今は急務ではないのかもし

れないですけれども、生息状況の調査、人

がいなくなったら、人手がいないので、山

に入る人の数も少なくなるので、ハンター

の、生息状況の調査も、鹿がいるという情

報があったほうが捉えやすいと思われるの

で、できれば今後、検討していただければ

と思います。 

 次、３番。 

 鹿の総数を減らすための方法と、進入を

防ぐ方法、生存確率を下げるための方法。 

 減らすための方法は、銃器、わなです。

先ほども、ちょっと質問がかぶるので、ま

とめると、銃とわなの関係ですと、ハン

ターの数が少なくなるのでという質問と同

じなので、ちょっと省略するので。 

 次、電気柵の設置です。周りに雑草が、

電気柵があると触れて、漏電が起きて故障

したり、電力不足で全然反応ないというこ

とになるので、除草することで漏電も防げ

るし、鹿の隠れる場所もなくしたり、草を

食べて農地に近づいてくるという機会も減

るので、この除草がすごい効果的と言われ

てるのですけれども、農業従事者の方は草

刈りする時間が、手が回らないということ

が言われてるので、町が鳥獣被害防止総合

対策交付金、または鳥獣被害防止対策に係

る特別交付税などを使って、農地の周りの

雑草を刈ったりするということはできない

のでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 先ほどの答弁の中

にもございましたけれども、鹿の侵入防止

柵も６２６キロメートルぐらいあるので

す。多分、そこを草刈りするとなると、６

２６キロメートルよりももっと増えるかな

と思っています。ということになると、町

でそれをやれるかというと、やはりこれは

やれないというのが実態であります。 

 電気柵は、お話もありましたけども、雑

草が伸びてくると、電牧に雑草くっついた

りとかすると本当に漏電だとかして、結局

役に立たなくなったりだとか、今までも何

回かやってますけども、バッテリーを近く

に置いておいてやってますけども、この

バッテリーの交換も頻繁にやらなければな

らないだとか、なかなか電気牧柵も、家の

周りの小さな畑だけでやるのであれば、こ

れなかなか効果的かなと思いますけれど

も、足寄町のように広いところで、広い畑

を周りを電牧で巻くというのも、これまた

かなり難しいですし、雑草を刈るというの

も、これまたすごい大変なことで、なかな

かそれはできないなと思っています。 

 基本的に、農家の方達が自分達の畑を守

るといった部分で、そういう取組だとか

も、やはり本来はしていただかなければな

らない部分もあるのかなと思っています。

昔でいくと、ハンターさんも、農家の方達

が自分の畑を守るために鉄砲を持っていた

という方達も多くいらっしゃったというと

ころで、最近はなかなか若い人達も忙しく

て、鉄砲持てないだとかというところで、

ハンターさんの数も減ってきているのだろ

うと思いますけれども、しかしながら、農

家の人達にそれを全部やれというのはとて

も言えないので、なかなか難しいところな

のかなと思っています。 

 先ほども言いましたように、なかなかこ

れを減らす、被害をなくすという部分でい

くと、なかなか有効な、鹿柵だとか駆除だ

とか以外に有効な手立てがないというのが

やはり実態なのかなと思っておりまして、

やれることは、今の対策を少しでも強化す

るという取組。 

 細川議員さんが言われるように、確かに

この後、ハンターさんが高齢化していった
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ときに、少なくなっていくのではないです

かという心配も、当然のことながらあるの

かなと思っています。３年くらい前には６

０人くらい、平成３０年には６３人いたハ

ンターさんも、先ほど言いましたように今

は４９人くらいだとかということで、かな

り減ってもきていますし、そういった意味

で、今後の対策というのはなかなか厳しい

のかなと思っていますが、いろいろな手立

てを今後も考えていかなくてはならないの

かなと。 

 今、ではこれやったら完全に減らすこと

ができますということがちょっと言えませ

んけれども、今後も引き続き検討していか

なくてはならないと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番。 

○８番（細川 勉君） 除草の話ですけれ

ども、多分六百何キロメートルをやるとい

う話ではなくて、多分、農業被害は多分、

農家さんの作物が食べられている時点で農

業被害なので、ほかの部分は別に、被害が

出ていないところは別に関係ないので、農

家さんの被害とかヒアリングして精査し

て、そこで雑草とか、全部ではなくて、被

害が出ていて、被害額が大きい農家さんと

かの周りの雑草を刈るとかというようなこ

とができるのかなと思って、質問させてい

ただきました。 

 次、鹿の生存確率を下げるための方策で

す。 

 雌の鹿を駆除するとのことですが、例え

ば、エゾシカの死亡原因は、一番は駆除な

のですけれども、冬期間の餌不足による小

鹿の餓死がエゾシカの頭数の増減に影響が

あると言われていて、積雪により餌がなく

なり、木の皮を食べることで生き残ってい

ると思います。その餌となる樹木を、ワイ

ヤーまたはテープ巻きなどをして、樹木を

餌にできないようにすれば、エゾシカの増

殖を抑えることができるのではないでしょ

うか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 先ほどのエゾシカ

侵入防止柵の関係ですけれども、基本的に

は農業被害があるために柵を作っているわ

けでありまして、６２６キロメートルは

ちょっとオーバーなのかもしれませんけれ

ども、きっと、それは山と畑の間に入って

いるわけで、さらにもっと被害を減らすと

なると、ぐるっと本当は巻かなければなら

ないということになると、本来からいく

と、もっともっと距離は増やさないと減ら

せないという状況であります。 

 エゾシカ侵入防止柵が完全かというと、

決してそうではなくて、道路があったり、

川があったりということで、抜け道という

のはいっぱいあるのですよね。ですから、

そういうところからまた鹿が入ってきて畑

を荒らすということもあるので、これまた

防止柵が完全なものということでもないと

いう状況にはあるのかなと思っています。 

 今、林業被害でありますけれども、今、

足寄町ではあまり林業被害ということで、

金額として、被害額幾らというようなこと

は出てきておりません。今、お話あったよ

うに、冬の間に皮を食べたりだとかそうい

うことで、そうやって悪さをするというこ

ともあるのですけれども、それがすぐに被

害額になるかというとなかなか、それで木

が枯れて倒れたりだとかということになる

と、１本だめになったということで被害額

が出てくるのですけれども、長いことかけ

ていくと、大きくなったときに、どれだけ

鹿の被害があったのかというのはなかなか

分からなくなってくるというところもあっ

て、林業被害ってあまり出てこないところ

であります。北海道全体でも、林業被害っ

て４,８００万くらいだとかということで、

被害額としてはそんなに、農業被害から比

較すると１００分の１くらいの額になって

います。 

 確かに言われるように、食べられなくす

るほうがいいというのは間違いないのです
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けれども、それ１本１本巻いていたら、何

本巻かなければならないのかという話にも

やはりなってくるので、これまた難しいな

と思っています。 

 やはり山に入っている鹿のほうが多いで

すから、なかなかそれが林業被害を減ら

す、そして食べる物がなくなって餓死する

だとかということにつながっていくかもし

れませんが、それはちょっと、かなり難し

いのかなと思っています。 

 それと、最近でいくと、昔は大雪が降っ

て鹿が動けなくなって餓死するだとかとい

うことで、大量に餓死したりとかして鹿の

数が減っただとかということが昔はありま

したけれども、最近ではそういう大雪だと

かはなくて、鹿が動けなくなって餓死する

だとかということも最近はなくなってきた

というような状況の中で、何回も言って申

し訳ないですけれども、なかなか有効な手

立てというのが、今、見いだせていないと

いう状況だと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番。 

○８番（細川 勉君） 分かりました。 

 ちょっといろいろ、こう言われたらこう

返そうというのを、せっかく作ってきたの

で、効率的な鹿の駆除の方法として、こう

いうのもやったほうがいいのではないかと

いうのはシャープシューティングという、

餌をまいて、餌づけして、集まってきたと

ころを複数のハンターで、３頭以下を全滅

させるという、３頭以上だとあまり狙わな

いという、これもちょっと用意したのです

けれども、かなりの数、頭数を駆除してい

るので、これも道路を塞いだりするので、

道路管理者の許可が必要な案件なので、こ

れも今後、山に入って鹿を探すという手間

が省けるので、これも検討していただけれ

ばと思うので。 

 ほとんど同じなのですけれども、モバイ

ルカリングという車、道路を封鎖してし

まって、道路で車乗りながら、運転という

か、車両の上で、車の近くで、公道発砲と

いう許可が必要な、振興局で、またこれも

道路の管理者に許可が必要なので、これも

なかなか効果があるみたいなので、検討し

ていただければと思うので、とりあえず以

上で質問終わりなので。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） いろいろと調べて

いただいて、ありがとうございます。た

だ、なかなか許可という部分でいくと、非

常に難しいかなと思っています。 

 とりわけ、鉄砲を撃つというのは簡単に

許可が出ないというところでありまして、

水平に撃つとなると、弾がどこまで飛んで

いくか分からないという部分もあるので、

なかなか簡単に許可は多分出ないだろうな

と思っています。 

 昔、安久津町長の時代に、それこそ畑に

いっぱい出てくるので、タワーみたいなの

を建てて、上から下に向けて撃つという、

要するに土に当たるので、ほかに弾が飛ん

でいくことがないので安全だよということ

で、ある程度いっぱい鹿の出てくるような

ところにタワー建てて、高所作業車でもい

いという話もあったのですけれども、上か

ら鉄砲で撃って駆除する、そういう方法も

あるのではないかという、どこかほかでも

やっていた、外国だと思うのですけれど

も、やっているというようなこともあっ

て、そんな検討も安久津町長時代にしたこ

ともありますけれども、なかなか簡単に許

可だとかそういったものが出せない、それ

で、ではやっていいということも言われな

いという状況でありますので、いろいろと

調べていただいた部分もありましたけれど

も、簡単ではないかなと聞きながら思った

ところであります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、８番細

川勉君の一般質問を終わります。 

 

◎ 閉会宣告 
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○議長（髙橋秀樹君） 以上で、本日の日

程は全部終了いたしました。 

 本日は、これで散会いたします。 

 次回の会議は、６月１８日午前１０時よ

り開会いたします。 

 大変御苦労様でした。 

午後 ３時０９分 散会 
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